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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（倉又 稔君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、７番、田中立一議員、１５番、吉岡静夫議員を指名いたします。 
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日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（倉又 稔君） 

日程第２、一般質問を行います。 

６月１７日に引き続き、通告順に発言を許します。 

渡辺重雄議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 〔４番 渡辺重雄君登壇〕 

○４番（渡辺重雄君） 

おはようございます。 

清政クラブの渡辺重雄でございます。 

それでは、事前に通告いたしました通告書に基づきまして、１回目の質問をさせていただきます。 

１、地方創生の取り組みに向けた観光振興対策と体制について 

糸魚川市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、基本目標を「勝ち行く」とし、交流人口の拡大

の中で、「世界・国内への情報発信」、「受け入れ態勢の整備」の項目を掲げています。 

重要業績評価指標ＫＰＩでは、観光入込客数、外国人宿泊者数の目標値を設定し、具体的には目

標年度を平成３１年度とし、主に１６事業により取り組みを開始しています。 

新幹線開業から１年、観光関係の主要施設への入込客数の伸びはあるものの、今年２月の市内企

業の景況アンケートの新幹線開業後の効果では、多くの業種で期待どおりとはいかず、かなり厳し

い受けとめ方がされています。 

地方創生での重要業績評価指標ＫＰＩの目標値達成はもとより、地域資源の活用や新幹線開業な

どの利点を最大限生かし、集客力を高める取り組みのためには、従来の取り組みの手法だけでは期

待できないと考えており、地方創生の取り組みに向けた観光振興対策と体制について、５点につい

て新たな視点での取り組みに期待し伺います。 

(1) ジオパーク戦略プランの成果とプラン終了後の取り組みについて 

ジオパーク戦略プランの目標年度は平成２７年度であったが、その成果として目標値、経

済効果などの達成度はいかがか。また、ジオパーク戦略プロジェクトは２８年度も継続であ

るが、今後、ジオパーク事業はどのような位置づけと進め方を考えているのか伺います。 

(2) インバウンド観光の現状と取り組みについて 

昨年は訪日外国人旅行者が約２千万人、消費額が３兆４,７７１億円となり、上越地域で

も平成２６年度は外国人宿泊者が３万人を超え、前年対比４０％の伸びを示しており、市で

もインバウンド新時代に向けた国の戦略的取り組みに合わせた取組が求められているが、そ

の進め方を伺います。 

(3) 糸魚川版ＤＭＯの取組について 

観光のスタイルが団体型から個人型に変化する中で、地域には顧客視点に立った、地域が

自ら商品を開発し観光客を集客してもてなす「着地型」の取り組みが求められており、地域



 

－ 176 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

が主体になって行う観光地域づくりの推進主体としての糸魚川版ＤＭＯの取り組みについて

伺います。 

(4) 観光協会と市との関わり、組織のあり方や方向性について 

地域間の観光客の獲得競争が激しくなる中、各地で改革に乗り出す観光協会がふえていて、

多くは組織強化を図り、お客を呼び稼ぐ組織を目指していますが、当市における観光協会と

市との関わり、目標や戦略の共有、今後の組織のあり方や方向性などについて伺います。 

(5) 観光ビジョン策定の提案について 

糸魚川市の観光をより魅力的なものにするには、観光に関する将来の目標や方向性を見極

め、ビジョンを示すことで、観光に対する市民の意識を高め、様々なプランやプロジェクト

が上手く連携していくことが期待されると考えており、観光ビジョン策定を提案するがいか

がか。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

渡辺議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、戦略プランの目標値で観光入込客数、フォッサマグナミュージ

アムの入館者数、首都圏での認知度、経済効果の点で目標を上回る効果となりましたが、宿泊数、

来訪者の満足度の点では、目標を下回っております。今後の取り組みにつきましては、ユネスコの

正式事業化となったこともあり、ジオパークの３要素である保護、保全、防災を含めた教育、地域

振興を柱に次期ジオパーク戦略プロジェクトを策定いたしてまいります。 

２点目につきましては、政府が掲げる「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、インバウ

ンド観光に取り組むほか住民交流を意識した誘客活動を進め、インバウンド推進委員会とともに誘

客受け入れ体制の整備に取り組んでまいります。 

３点目につきましては、４月２２日に日本版ＤＭＯ候補法人として糸魚川市観光協会が登録され

ました。ＤＭＯの推進に当たっては、観光協会が候補法人となったことから、今以上に市、県、交

通事業者など多様な連携機関と連携を強化し、交流人口拡大に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

４点目につきましては、財政的基盤、人的基盤という面では、まだ力不足と考えており、当面、

運営体制の強化と人材育成の支援を行い、観光ワンストップサービスの窓口として、稼ぐ力をもっ

てＤＭＯの推進を図っていただきたいと考えております。 

５点目につきましては、このたび当市を含めた広域観光周遊ルート形成計画が新たに観光庁から

認定されたことを踏まえ、将来の観光戦略や目標を定め、糸魚川版ＤＭＯを展開する中で新たに観

光ビジョンを策定したいと考えております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それでは、１番目のジオパーク戦略プランの成果と終了後の取り組みについてから２回目の質問

をさせていただきます。 

このジオパーク戦略プランでありますけども、作成に当たって当初からいろいろな議論がありま

して、何とかまとまったというふうな印象があるわけですけども、その後、戦略プロジェクトが動

いたことから、この戦略プランによる進め方を確認するということも余りなかったんですけども、

この戦略プロジェクトは、戦略プランの各項目に沿って進められてきておるのかどうかお伺いをし

たいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

おはようございます。 

お答えします。 

ジオパーク戦略プロジェクトにつきましては、戦略プランの理念、それから戦略の視点、これに

基づいて進めております。総合計画でいえば戦略プランが基本構想、基本計画に当たり、戦略プロ

ジェクトが実施計画に当たるといった形の中で捉えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

先日の全員協議会で総合計画の審議の際にも指摘があったわけでありますが、このジオパーク事

業の取り扱いについて、もう少しめり張りをつけたほうがいいというふうに思うんです。全てに関

係しているというふうなことから非常にインパクトが薄いというふうな指摘もあるわけですので、

一番最後の５番目の質問事項で少し考えておるんですけども、糸魚川市全体の観光ビジョンがあっ

て、その中にジオパークの観光に関する部分が取り組みとして体系づけていくというような必要が

あるんじゃないかなというふうに、体系についてはそのように感じているんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

現在の戦略プロジェクトについては、非常に観光的視点が強い計画だというように認識しており

ます。１つが受け入れ体制の整備であり、もう一つが情報発信と、まさに観光ということでありま

すが、市長が答弁しましたようにジオパーク事業がユネスコの正式プログラムになった中で保護・
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保全、あるいは教育、そして観光振興と、こういう３つの柱が出てまいりました。ということで、

より観光色よりもユネスコの事業を意識した計画にせざるを得ないというように考えています。そ

うした中で、やはり全体の観光ビジョンをつくる中でジオパークの計画が入り込んでくるという、

議員ご指摘のとおりだというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今月の３日ですよね、いわゆる越五の国、新幹線まちづくり推進上越広域連携会議、これを解散

したということですね。こちらは４３団体の加盟で、かなり強力なシフトを敷いておったんですが、

効果ばかりでなく課題を残しての解散だということであります。このようにして期間を定め、集中

的にやった結果として解散があったわけでありますが、ジオパーク事業ももう少しめり張りという

点で、次のステップが必要だというふうに思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

ご指摘のとおりだというように思っております。世界認定を受けてから既に７年ほどたつわけで

す。こうした中で、また新たな視点でジオパークを見直していくといった視点は大事だと思います。

その中で、やはり住民の皆さんと一緒にジオパークをやっていく。そして、ふるさとに愛着と誇り

を持っていく。こういった形に持っていきたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

とにかくこのジオパーク戦略プラン、これは平成２８年３月３１日で終了したわけではあります

けども、プランですから、いわゆる中身を見ますと、行うというふうに宣言しているものも多いで

すし、また設置するというものや、あるいは配布するといったものも結構、中にあるわけですが、

実際５年間でどの程度の成果を上げたものなのか、各項目にわたって検証しなければならないとい

うふうに思ってるんですけども。報告書というのは、作成するつもりがあるのか。またいつごろ報

告書を提出できるようになるのか、お伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

現段階では、いつまでといったことは明言できませんが、いずれにしましてもＰＤＣＡを回すこ
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とは大切だと思っております。プランにつきましても、先ほど市長が答弁しましたように、基本目

標の６項目のうち４項目で上回ったら２項目では下回ったといったことも含めまして、このプラン

がどうだったかという検証、そして報告といったものをまとめていきたいというように考えており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

このプラン作成時は、非常に多額な費用と時間をかけて作成しただけに、たしか１,２００万以

上、作成委託料にかかったというふうに記憶しとるんですが、やはり報告書にまとめて、我々議員

だけじゃなくて関係者の手も、あるいは時間も煩わしてきておるわけですので、配布をしてきちっ

とした形にしていただきたいんですが、もう一度お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

事業実施につきましては、議員ご指摘のようにきちんとその成果を検証して、次の発展につなげ

ていきたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今後に向けては、プロジェクトのほうはまだ進められるということなんですが、少なくとも一区

切りということで、この検証に基づいて少なくとも今までの流れに一味も二味も加わったグレード

アップしたもの、また非常にちょっと弱いと言われている２４サイト、地域の方々の参画を促し、

地域づくりの一助につながる進め方、これを期待したいと思うんですが、その点はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

議員ご指摘のように市民参画の部分で、まだまだ進めていかなければならないというように考え

ております。ご指摘の部分も踏まえる中で市民参画のしやすい、市民参画できるような体制づくり

に進めていってもらいたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 
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○４番（渡辺重雄君） 

一味も二味もという点では、十日町市と津南町で行われている大地の芸術祭、これは昨年度は入

込客が期間中で５１万６９０人、参加集落が１１０集落、参加作品が３７８作品ということです。

文字通り大地を活用した祭典で、地域とうまくマッチしているということを考えますと、大地を生

かすという点で糸魚川としても地域とジオパークを結びつける仕掛け、こういう方法をぜひとも考

えていただきたいというふうに思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

十日町の大地の芸術祭につきましては、まさに大地と芸術をどうリンクさせていくかという取り

組みだというように理解しております。ご指摘のように地域とジオパークをどう結びつけていくか、

これがまた大きな課題になってくると思います。いずれにしましても地域の皆さんとジオパークが

どうかかわっていくか、このあたりを中心に今後、進めなければいけないというように考えており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

この十日町の大地の芸術祭、やはり専門家が企画をしとるんですね。コンサルタントじゃなく、

実際に誘客にかかわってるＪＴＢ等が仕掛けをして、かなり成功しているというふうに聞いており

ますので、ジオパークの生かし方につきましても自前ですることも大いに結構ですが、そういう専

門家のアドバイス等もいただいて、ぜひとも企画をしていただきたいというふうに思います。 

それから、一昨年の秋に国会議員による議員連盟ができたときに、自治体の財政支援制度を創設

などを政府に求める方針で議員立法も視野に入れているというふうに聞いておりまして、非常に期

待をしておったんですが、現在、ジオパークによる地域活性化推進議員連盟、どんな様子でしょう

か、市長。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

議員連盟につきましては、先月、総会が開かれたところでありますが、今、与党の議員を中心に

１００名を超える衆議院、参議院の皆さんがいらっしゃっております。この中で議員連盟の会議の

中では、各省庁の官僚の皆さんが出席されています。私どもの要望に対して文科省、あるいは外務

省、国土交通省といったところが回答していただいているという状況であります。いずれにしまし

ても、まち・ひと・しごとの地方創生の総合戦略の中にもジオパークという言葉が位置づけられて
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おります。 

また、地方創生の加速化交付金の中でもジオパークに関連した事業が多く採択されているという

状況であります。いずれにしましても国がジオパークに対して財政的支援を前向きに検討いただい

ているという状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今、課長おっしゃってるように地方創生の中にジオパークが含まれているというふうなことで非

常に私も期待しております。 

次に、２番目のインバウンドに関してお聞きしたいと思うんですが、国が、ご承知のとおり現在

２,０００万人の外国人旅行客を２０２０年の東京オリンピックの年には倍の４,０００万人にした

いというふうに言ってるわけですが、そのための体制整備も図ってるということですけれども、い

ろんな考え方はありますが、新幹線が停車する駅から山にも海にも近いというふうなことで、また

外国と違った環境がたくさんあるわけでございますので、この条件を生かすには、やはりインバウ

ンドの取り組みが必要だというふうに考えておるわけですが、もう少し踏み込んだ考え方を教えて

いただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えいたします。 

糸魚川市におきましても昨年度のインバウンド、宿泊の状況でありますけども、一昨年に比べま

して前年比約３倍程度の伸びを示しております。この中で今までスイス等ヨーロッパ中心だったお

客さんが多く、アジア、台湾、中国、香港といったとこから訪れていただけるようになっておりま

す。広い意味でいろんな外国からの誘客についていろんな角度から進めていきたいと。その中で民

間がインバウンド推進委員会という機関を設けておりますが、ここを中心に展開してまいりたいと

いうように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

訪日外国人がここへきて急増しているというのは、円安という経済的な側面、最近はまた円高傾

向でございますが。それから、日本は少子高齢化でありますけども、海外は、特に東南アジア、若

者が非常に多いということと、日本の情報といいますか、テレビやＩＴで日本のコンテンツが容易

に見られる環境が整ったというふうなことで、日本への憧れ、これが非常に若者の中で大きいとい

うふうなことです。ちなみに台湾は人口の１割の人たちが毎年、日本を訪れているというふうなこ

とでありますので非常に驚きなんですけども、我々が国内旅行をする感覚で台湾の方、それがお一
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人が１回じゃなくて、お一人が何回という環境もあるかと思うんですが、それにしても非常に大き

いわけです。 

糸魚川市の外国人宿泊客ですけども、平成２６年には２４６人というふうになっておりますが、

この数字ですが、どのように捉えておりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えいたします。 

まだまだというような認識を持っております。こうした中でいかに東京、名古屋、大阪、京都と

いったゴールデンルートから北陸新幹線開業を契機にどう日本海側に持ってくるか、その中で長野、

糸魚川、上越、それから金沢と富山といったところが連携する中で、こちらにお客が来るような取

り組みを進めていかなければならないというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

上越地域でも平成２６年度は、外国人の宿泊者数が３万人を超えている。前年対比４０％の伸び

ということなんですが、当然この中に糸魚川市の２４６人も含まれておるわけでございますが、そ

うなりますと上越市、妙高市はかなり多いわけです。既に集客の手を打っているというふうなこと

なのかどうか、その辺の情報というのは入っておりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

上越地域の、今ご指摘のとおり約３万人を超えておりますが、うち妙高市が２万８,０００人と

いうことで多くの集客をしております。残りの差が２,４５６になるかと思います。これを上越市

と糸魚川市が分け合うという形です。 

妙高市につきましては、オーストラリア人が多く来ているわけであります。今後、こうしたオー

ストラリアのお客さんをどう呼び込んでいくか。その中でやっぱり妙高市なり、それから白馬にも

今７万７,０００程度のお客が来ておりますが、このお客をどう呼び込んでいくかというところが

課題だというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今、データ的にも課長がおっしゃるとおり妙高市の場合は、オーストラリア、シンガポール、韓
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国、フィンランド、この順なんです。今後ということでお聞きしたいと思うんですけども、地方創

生の総合戦略の中の交流人口の拡大の中で、世界国内の情報発信、受け入れ体制の整備、この項目

を掲げておりまして、外国人の宿泊者数の目標値３,０００人なんですが、この３,０００人の具体

策というのはあるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えいたします。 

インバウンド推進委員会のほうが、市内の１０ほどの宿泊施設を対象に去年何人泊まったかとい

う調査をしております。その数字が１,４１６人というように伺っております。３,０００人という

ところまでは、まだ半分でありますけども、一昨年に比べまして３倍以上ふえているということで

ありますので、よりターゲットに対してきちんとした戦略を打つ中で誘客に努めてまいりたいとい

うように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

最近は、入込客数とか宿泊者数よりも経済効果の話、これが大事だというふうなことなんですが、

ここで国の試算です。定住人口１人分の年間消費額は１２５万円として、定住人口１人減少分は外

国人旅行者ということになると９人分でその減少分を補えるというふうに言ってるんですね。それ

から、国内旅行者宿泊だと２７人分、日帰りですと８４人分といいますから、やはりここはインバ

ウンドも貴重な経済効果につながるというふうに考えておるわけで、しっかりした戦略が必要だと

いうふうに思うんですが、先ほども答弁がありましたが、戦略という点についてもう一度お願いし

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

まず、国別によってさまざまに嗜好等が違いますので、ターゲットを絞る中でターゲットに対す

る的確な対応が必要だというように考えております。その上で２本の大きな柱があると思います。

外国人観光客が個人で満喫できる糸魚川、これはいわゆる受け入れ体制をどう整備するかというこ

とであります。 

もう一つは、外国人観光客が糸魚川に行ってみたいという情報発信、この２本を柱にしながらタ

ーゲットに対した的確な誘客活動を進めてまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

外国人旅行誘客ということになりますと円安・円高の問題とか、あるいはコミュニケーションの

問題もあるわけでリスクもあるわけですが、国内旅行が非常に減少傾向という中で外国人旅行客が

前年対比４７％増というふうな現実を見ますと、やはり対応せざるを得ないわけですし、力を入れ

なきゃならない。 

ただ、国内旅行客と違いますので、観光協会にその対応を任すというようなやり方じゃ非常にう

まくないんじゃないかなというふうに思うんですが、その点はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

先ほどの答弁の中でインバウンド推進委員会が中心にというお話をさせていただきましたが、こ

こは観光協会はもちろんですが、県の地域振興局、商工会議所、あるいは糸魚川市、さらに宿泊施

設等も入った中で、今、展開をしております。ですので観光協会に任せるということでなくて、皆

さんが連携する中でやっていかなければならないというように考えております。市としましても、

例えば指さし会話帳等につきましては、糸魚川市が製作する中で皆さんの食堂等を含めたワークシ

ョップを開くなど推進委員会の力もお借りする中で、今、展開をしているとこでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

そうであれば幸いなんですが、観光協会の事業計画、今年度の事業計画を見ますとインバウンド

推進事業費が２０万円計上されてると。そうすると市のほうでこれらに、インバウンドに対応する

ために予算的な措置というのは、どのように考えているんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えいたします。 

今、ご指摘のインバウンド推進委員会ですが、観光協会からの２０万も含めまして地域振興局が

２０万、糸魚川市が２０万、商工会議所が２０万といった形で資金を出す中で総事業費１００万円

程度でやっております。 

ということで観光協会もお金を出しておりますが、ほかの関係機関も連携する中で、この取り組

みを進めているという状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

３月の予算審査特別委員会でも多少、持論を申し上げさせていただいたんですが、ここへ来て、

以前、観光庁の観光産業課長をされておりました、現在、新潟県の副知事の寺田さんから３回ほど

お話をお聞きした中に、最近の観光の動向という中で、このインバウンドに関しては大きく扉を開

かなければいけないというふうなお話をお聞きしておるんですが、糸魚川市としては、少し苦手な

分野かもしれませんが、米田市長は３月に経験がなくちゅうちょしていたが、必要だというふうな

ご発言をいただいておるんですが、市長、インバウンドについてはどういう認識を持っております

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

やはりおいでいただいた方々に楽しんでいただいて、来てよかったという印象を持って帰ってい

ただくことが一番大切であるわけであります。その辺をしっかりやらないと次につながらないと思

っておるわけであります。その辺はまだまだ我々が整備足りなかったと思っておりまして、それを

進める中において、ジオパークあたりも非常に大きな１つの効果が出てくるんではないかな。ある

資源とそれをソフト的な部分と合わせること、そしてインバウンドにつきましては、今我々は後発

的な地域でございますので、先進地域とやっぱり連携をとっていきたいなということで北アルプス

日本海広域観光連携会議の皆様方とも今、連携をとらせていただきたいという考え方でありますし、

また、今我々が進めておるジオパークの中で、顔と顔と見える中で、やはりただ単に行って、糸魚

川市を宣伝してもなかなか振り返ってはくれないんだろうという形の中では、顔の見える方々の中

で何とかおいでいただきたいというＰＲをさせていただきたいという、そういう２点で進めていき

たいと考えておる次第であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

そうですね、いろいろあるわけでありますが、案ずるより産むがやすしということもありまして、

外国人旅行者の反応としては、日本の布団で寝るのは一番よかったというふうなこととか、自動販

売機、それからトイレのウォシュレットなどに驚いたというふうなことを言ってるわけで、それか

ら何と言っても治安が世界一というふうに評価をしておることから、おもてなしをしっかりすれば、

ほぼ平常心で対応できるんじゃないかなというふうな考え方も成り立つわけであります。 

また、それからインバウンドの話の際に、青年会議所の皆さんの取り組みもあったわけですが、

こちらの方とは今後どんな関係を持ってインバウンドに向けていくお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

青年会議所の皆さんにつきましては、ことしの１月６日から２月１１日まで糸魚川シーフードシ

ャトルバスの運行を担っていただきました。これにつきまして、市また地域振興局が資金的な援助

もする中で営業活動等にも合わせて一緒にやってまいりました。今年度につきましてもＪＣになる

か、あるいはＪＣの出身者の団体になるか、このあたりはまだ不明確でありますけども、同じよう

な取り組みをしたいということでございますので、県、市いずれも力を合わせてインバウンドの推

進、進めてまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それから、国も県もこのインバウンドに関して奨励をしとるわけでありますけども、そうすれば、

国、県の事業というふうな形で具体的にインバウンドを指してるような事業というのはあるのか。

また、何か市として、それに対して検討しているのかどうかお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

国におきましても先週でありますけども、広域観光周遊ルート形成計画というものの中で、糸魚

川を含む東京回廊というところが指定を受けております。これは何をするかといいますと、基本的

に議員ご指摘のインバウンド観光をどう進めていくかということであります。こうした中で糸魚川

という名前が、その計画の中にしっかりと位置づけられております。こういった制度を活用する中

でインバウンド観光を進めてまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

この近くでは、インバウンドの先進地になるわけですけども、妙高市では、国が観光地魅力創造

事業、この事業で地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるというふうなことで取り

組みをしているというふうなことでございます。 

次に、３番目の糸魚川版のＤＭＯの取り組みについて伺いたいと思うんですが、先ほどのお話で、

糸魚川市の観光協会が候補法人に登録されたというわけでありますけども、先般、５月３１日の糸

魚川市観光協会の総会で、ことしの事業計画に具体的に示されておりませんし、このＤＭＯそのも

のが観光協会員、また観光関連業者にもよく伝わっていないというふうに思うんですが、今現在の

状況として、これでいいのかどうかお伺いしたいと思います。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

ＤＭＯの今の状況につきましては、議員ご指摘のとおりであります。ＤＭＯの一番の大きな３本

の柱のうちの１つが、関係者の巻き込みをいかに進めていくかということであります。このあたり

まだ不十分でありますので、観光協会と連携しながら市が積極的に参画・連携する中で進めてまい

りたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今までの国内のほとんどの観光は、行政、観光協会、観光事業者、この３者で行われてきたわけ

でありますが、平成１３年ころをピークに、糸魚川市においても観光振興がなかなか成果が上がら

ないというふうになってきておるんですが、従来型の観光振興の反省からＤＭＯの導入が有効だと

いうふうに聞いておるんですが、この従来型の観光振興の問題点というのは、一つ二つ挙げるとし

たらどんなことなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えいたします。 

３つあろうかと思っております。先ほど申し上げましたように関係者の巻き込みが不十分である

こと、２つ目がデータの収集・分析が不十分であること、３つ目が民間的手法の導入が不十分であ

るという３つだったというように認識しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今度のＤＭＯの目標というのは、わかりやすく我々の感じるところでは、地域主導に切りかえて

いくと。多くのお客様に来ていただくことによって、例えば若者が町から出ていかなくても済むよ

うに働く場所をつくろうと。また、その目標達成のために着地型観光商品、あるいは特産物をつく

って販売するといった観光振興と地域振興が合わさった取り組み、これを盛んにしたいということ

ですね。単なる経済活動じゃなくて地域づくり、まちづくり、これにつなげようということなんで

すが、そのためには先ほどのお話、課長ありましたマネジメントとマーケティングの機能が大切だ

というふうに聞いておるんですが、この辺先ほども大切だというお話なんですが、具体的にマネジ

メント、マーケティングについてどのように考えておりますか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

ＤＭＯの「Ｍ」は、議員ご指摘のとおりマーケティングとマネジメントであります。ここのあた

りが観光協会においても一番の課題だというように考えております。どうマーケティング、マネジ

メントを進めていくか、その体制を強化するべく観光庁の支援事業、あるいは民間からのご意見等

を踏まえる中で取り組んでまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

この糸魚川版のＤＭＯを仕掛けるには、まず従来型の観光振興、すなわち組織、人材、資金など

を含めた推進体制の現状と課題、これをやっぱり認識して総括しないとなかなか次へつながらない

と思うんです。今度のＤＭＯは観光振興といいますけども地域振興になるわけです。 

したがって、この観光協会がＤＭＯの登録法人でいいのかどうかという点です。妙高市は、協議

会を設立して１８の団体、企業と市の観光商工課で組織して世界レベルの観光地を目指すというこ

となんですが、妙高市の場合、事務局は行政なんですけども、当市の場合は観光協会でよろしいん

ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

現在、ＤＭＯに候補法人として登録されている団体が全国で８１ございます。この状況を見る中

で観光協会というところを母体にしてるところが比較的多いという状況であります。観光庁のほう

では、新たな法人を設立した場合、既存の観光協会との情報交換とかってなかなかうまくいかない

部分もあるよと、こんなご指摘もいただいております。基本的には、糸魚川市観光協会を母体にし

ていかなければならないと思いますけども、議員ご指摘の部分、いわゆる今の観光協会の状況でい

いかという部分については、市長が答弁しましたように、まだ力不足というように考えております。

市が積極的に、この糸魚川市観光協会のＤＭＯの中で積極的な参画と連携を進める中で進めていか

なければならないというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

妙高市は、参考までに今年度のＤＭＯの事業計画で顧客管理システムの導入を始め、組織体制の
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確立、予算は総額で１億６６０万円でスタートしたということを聞いておりますし、また、その要

の事務局長には、東京でアウトドア情報関連サイトを運営する方が就任したというふうなことをお

聞きしております。 

これから、このＤＭＯとかインバウンドの取り組みの方法で地域間格差がもうどんどんとついて

くるんじゃないかと思うんですが、今の観光協会が各種団体とか各機関を取りまとめて企画をして、

国、県、市、連携できる体質になってるかどうかと、私、非常に心配をしておるんです。ここは行

政が真正面から取り組んで判断を間違えないようにしていただきたいというふうに思うんですが、

特に産学官金労言をまとめたチーム糸魚川的な取り組みが必要になってくるんですが、いかがです

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

まさに議員ご指摘のとおりのものが新しい組織には必要だというように考えております。この中

でやはり地域、皆さんを巻き込む中でまさにチーム糸魚川の考えのもとの観光地域づくりをやって

いかなければならないというように考えております。その中で観光庁が、地方公共団体には日本版

ＤＭＯへの積極的な参画と連携というものを求めております。私どももこれまで以上に観光協会に

対して参画と連携をしてまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

このことについては、次の項目でもお話ししたいと思いますので、次の項目に移りたいと思うん

ですが、４番目です。 

今まで観光協会は、観光事業関係者である会員が会費を出し合って、そして行政の補助金をもと

に地域の振興のためにＰＲ活動とかイベントの実施、また案内所の運営等を行うというふうな役割

を担ってきたわけですが、ここへ来て、こうした従来の観光協会の役割に加えて観光地経営という

踏み込んだ運営が求められてきておるんですが、糸魚川市の観光協会の実情をどのように捉えてお

りますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えいたします。 

現状では運営体制の強化、運営体制についても問題があるというように考えておりますし、人材

育成についてもまだまだといった部分がございます。こういったことから運営体制の強化と人材育

成の支援を市が積極的にかかわってまいりたいというように考えております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

特に、この観光地経営といった点で、近くでは飯田市の南信州観光公社、それから飯山市のいい

やま観光局、いち早くこの観光地経営を手がけて成功事例として評価を受けておるんですが、今後、

このような形態に持っていこうというお考えなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

ＤＭＯの設立の段階で観光庁の考え方の中で、やはりいいやま観光局といった事例も１つのモデ

ルケースとして提案されております。こういったことから、そういった組織等を参考にしながら新

しい観光協会といいますかＤＭＯの取り組みを進めていかなければならないというように考えてお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

現在、任意団体の糸魚川市観光協会、これを一般社団法人にするというふうなことで手を挙げた

わけですけども、どんな理由から法人化するのか、また、この法人化に当たって観光協会内部から

法人化を目指す議論があってのことかどうか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

まず、法人化のメリットでありますけども、先ほどのＤＭＯに対してもそうなんですが、国の補

助金の受け皿として法人格というのは求められております。 

また、契約締結等における権利義務関係の明確化、さらに責任者が明確となるといった最低限の

ガバナンスの仕組みが担保されるといったところが法人化のメリットだというように考えておりま

す。協会内部では、いろんな法人化に向けた議論、まだ早いんじゃないか、あるいはまだ十分でな

いかといった議論もありますけども、ＤＭＯの場合、法人格をとるということが必要最低条件にな

っておりますので、法人格をとるよう進めてまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 
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○４番（渡辺重雄君） 

法人化することによりまして各種の事業を取り込んだり、また権利義務が明確になるといったこ

ともわかるんですけども、現在の体制の中で、その取り組みができるのかどうか。もう一つは、ど

んな手順で発足させようとしてるのか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

法人化につきましては、やはり今の観光協会の中では、なかなか力不足の部分もあろうかと思い

ます。こうした中で、市も積極的な関与をする中で法人化に向けた取り組みを進めてまいりたいと

思います。 

また、法人化取得に当たりましては、協会内部のきちんとしたコンセンサスをとるように指導し

てまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

現在、糸魚川市観光協会は市からの補助と委託、平成２８年度予算では４,４８７万９,０００円

の支出予定、この額は観光協会の予算総額の８３％。補助と委託に関する費用の算出、これはどの

ようにしているのか。 

また、役員に市の関係者が名前を連ねていないんですけども、この事業計画とか運営に関してど

のようなかかわりを現在、持っているのか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えいたします。 

昨年度まで観光協会に対する支出、運営費等を含めて負担金という形にさせていただいておりま

したが、今年度から補助金という形にさせていただいております。この中で観光協会の運営に係る

経費の４分の３以内、また観光協会が市の振興を図るために行う事業に係る経費の４分の３以内と

いうことで補助金を支出したいというように考えております。こうした中で、明瞭化する中できち

んとチェック体制を敷く中で、補助金の支出に努めてまいりたいというように考えております。 

それから今後でありますけども、今後といいますかこの補助金の支出に伴いまして、これまで市

の職員、具体的には産業部長でありますが、理事会の理事ということで入っておりましたが、補助

金という形の中で理事から外れて今おります。 

しかしながら、各会議につきましては、うちの職員がオブザーバーと、出席する中で連携を深め

てまいりたいというように思っておりますし、協会内部に入らなくても、今、毎日のように協会と
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情報交換をしております。こういった取り組みを進める中で、観光協会と連携した取り組みを進め

てまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

この法人化は実践事業といいますか収益事業も活発に行って、自立に向けた組織に変革をすると

いうのは最も大きい理由になるわけですけども、先ほどの飯田市さんなんかの場合は、補助金なし

で黒字化、配当も出しているということです。当市の場合、市からの補助委託の８３％、先ほどち

ょっと課長答弁あったのかもしれませんけど、今後どのぐらいの比率まで段階的に持っていきたい

のか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

現段階では、明確にどこまでといった数字はお示しできませんけども、観光協会が着地型観光商

品をつくったりする中で、稼ぐ観光協会であってもらいたいという思いであります。いずれにしま

しても、そうした取り組みの中で市の支出が減らせるよう努力してまいりたいというように考えて

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

課題はいろいろあるわけですけども、１つ具体的なことでお聞きしたいんですが、案内所につい

てです。糸魚川駅の北口とアルプス口の２カ所に設置されておるんですが、この経費合わせて市か

らの委託で９００万円、窓口の扱い件数が両方合わせて１万７,７２７件、マリンドリームの案内

所が委託費１５０万円で、窓口の扱い件数が９,４０３件、これ１年間やってみてどのように感じ

ておりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

マリンドリーム能生と親不知のピアパークに、今、観光案内所を設けておりますが、まさにこれ

は道の駅、車で来られる方の玄関口、そこの案内だというように考えております。アルプス口と日

本海口につきましては、北陸新幹線なりＪＲ、鉄道を使った観光のインフォメーションであり、鉄

道の核施設というように考えております。件数につきましては、倍とまではいきませんけど多くの

方から利用されています。いずれにしましても、こういった利用状況を踏まえる中で、案内所等の
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運営について考えていかなければならないというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

糸魚川駅の案内の件数が少ないというのは、案内所の位置がわかりづらいといった問題もあるん

じゃないかと思うんです。実際に声はあるんです。改札を出たらすぐに案内ができる。まずは簡易

なもので結構ですからわかりやすい通路の一部分に一時案内、そして具体的複雑なもの、時間がか

かるものについては、観光協会の案内所へ誘導するというような仕組みがとれれば、この２カ所の

見直し、経費節減、これらもつながりますし、また、より節減した上に機能的になるというふうに

思うんですが、その辺についてはいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

現行の、いわゆる自由通路の中の案内所ということにつきましては、検討する中で通路というこ

とでなかなか難しいということで、今のジオパルとひすい王国館と案内になったということであり

ます。 

ご指摘のなかなかわかりにくい部分というのは開業時からありまして、これにつきましては、自

由通路の表示を変えることによって対応させていただいております。 

今後でありますけども、この状況を見る中で対応してまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今、表示とおっしゃいましたが、表示非常に小さいし、わかりづらいし、これではなかなかまず

いというふうに思います。行政でももっと観光協会の機能と人材配置、それから目標について議論

をしていただき、見直しを図っていただきたいというふうに思っております。 

次に５番目の観光ビジョンの策定に関してでありますけども、このジオパーク、新幹線駅開業と

いうプラス面を経験してもなかなか思うようにいかないわけであります。この厳しい現実を経験す

る中で、私はやはり当市の観光全体の方向性、それから各機関や業者、市民の役割を整理したビジ

ョンの必要性というもの、それから、政策とか実態をまとめた糸魚川版の観光白書、これを作成し

て、特にきょう観光ビジョンについては、作成をしたいということでありますので、どのような進

め方で考えてるのかお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 
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○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えいたします。 

今、ＤＭＯを進めているわけですけども、ＤＭＯを進める中ではデータに基づく明確なコンセプ

トに基づいた戦略の整備することが求められております。こうしたことから、議員おっしゃるよう

に観光に対する市民の意識を高めるといった視点からも今の観光戦略を住民の皆さんと一緒になっ

て進めてまいりたいと。いずれにしましてもＤＭＯの展開を図る中で、この観光ビジョンを策定し

てまいりたいというように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

今、課長おっしゃるとおり、この辺で観光の考え方をきちっと整理をしていただきたいというふ

うなことを思います。この観光ビジョンの作成の必要性については、何回か一般質問させていただ

いております。１９年１２月には検討したいと。それから２３年の１２月には考えていないという

答弁があったわけですが、このときは観光協会３支部の合併問題が絡まっている時期でもありまし

たので仕方がないかというふうな思いもありましたが、合併も済みましたし、新たな局面と考えて

おりますので、ぜひ作成したいということですのでお願いをしたいと思います。 

それから、観光の体系がきちっと整備されていなければ各機関が動かないということがよくわか

るわけでありますので、特にまだまだ協働といった理念が浸透して定着していないというふうに感

ずる局面がいろんなところであるわけでありますので、これが観光、観光と言っていても直接利益

につながる塊だけの動きになってしまっては困るんで、この辺のところを特に盛り込んだビジョン

にしていただきたいと思うんですが、市長、観光についていろいろ造詣あるんですが、お伺いした

いと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

議員ご指摘のように、やはり観光が我々の自然を生かす最大の事柄になろうかと思うわけでござ

いますので、そういった自然と、そしてまた我々がここに住んで、住み続けてきた文化というもの

も合わせながら適応していくことが大切であるわけであります。そのようなことで今、合併をし、

今やっと一体感を持って動き始めているわけでありますが、ご指摘のとおりまだまだ問題・課題が

ございます。その辺を今の糸魚川版のＤＭＯの中で、そしてビジョンをしっかりつくって観光協会

と一体となって進めていかなくてはいけないと、私、思っている次第でございますので、体制も全

く同じだと思っております。その辺をしっかりと現状とそういった課題を把握しながら進めていき

たいと、私、思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

いろいろ申し上げさせていただきましたが、最後に糸魚川市の観光は、糸魚川市の光になってい

るのかどうかお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

まだまだその辺は、まだまだたくさんの光ってない部分がございます。やはり私は、レベルの高

いものがあると思っているわけでございますので、そういったところをこれから皆さんにお示しし

ながら国内のみならず世界にその辺を呼びかけていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺議員。 

○４番（渡辺重雄君） 

それじゃあ、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、渡辺議員の質問が終わりました。 

次に、新保峰孝議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 〔１６番 新保峰孝君登壇〕 

○１６番（新保峰孝君） 

日本共産党の新保峰孝です。 

私は、権現荘の現状と課題、今後について、北陸新幹線の騒音・振動公害について、米田市長の

お考えをお聞かせ願いたいと思います。 

１、権現荘の現状と課題、今後について。 

(1) 権現荘の始まりは、取り壊した本館・能生自然教育センターにあると思うが、行政目的の

ための存在意義をどのように考えているか。 

(2) 権現荘の経営悪化後、市は平成２１年４月から民間より支配人を採用したが、権現荘に対

するどのような考えをもって採用したのか。また、新支配人とはどのような内容で契約され

たのか。 

(3) 平成２２年３月３１日付けで、糸魚川市第三セクター等の評価及びあり方に関する報告が、

３人の専門家から構成される糸魚川市第三セクター等経営検討委員会から出された。対象は、

当時の「株式会社親不知企画」、「株式会社能生町観光物産センター」、「火打山麓振興株

式会社」、「柵口温泉権現荘」の４つの法人等である。 

報告中、糸魚川市の第三セクター等のあるべき姿の項で、最も大事な点は、「行政目的の
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ための事業そのものの存在意義の有無」だと明言されている。どのように捉えているか。 

(4) 新支配人採用後の人事管理上の問題、営業上の問題についてどのように対応されてきたの

か。リニューアルオープン後明らかになった諸問題についてはどうか。契約内容に照らして

どうか。 

(5) 指定管理に移行する時期を２年後にしている理由は何か。 

リニューアルは終わったのだから、速やかに移行するか、そうでなければ完全民営化へ進

める必要があるのではないか。 

２、北陸新幹線の騒音・振動公害について。 

(1) 北陸新幹線開業後も騒音、振動被害が続いているが、現状をどのように捉えているか。 

(2) 市としてしっかりと騒音、振動の実態を把握し対応するために、市独自の騒音、振動測定

が必要と考えるが、どのようになっているか。 

(3) 騒音、振動対策の現状はどうか。どのように取り組まれているか。市として被害全体を把

握し、市民の立場で改善されるよう取り組んでいるか。 

(4) 関係住民の方たちの要望は、騒音、振動対策にどのように反映し、対応されているか。 

以上、１回目の質問といたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

新保議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、設置目的として地域住民の福祉及び都市と農村の交流促進に資

することを掲げており、地域振興としては、地域雇用、資材調達、保守・点検業務、誘客連携等地

域の拠点施設としての役割を担っております。 

２点目につきましては、採用の目的は、権現荘に民間的な経営手法を導入することができる人材

を登用することであり、任期付職員として採用しました。 

３点目につきましては、権現荘は地域振興と活性化を目的として、その役割を果たしてきたもの

と考えております。 

４点目につきましては、職員管理や営業面など全般的に民間的な手法を取り入れてまいりました。

リニューアル後、明らかになった問題の原価率については、原価管理システムの導入を図り、超過

勤務問題については、本年度３名の職員採用を実施いたしております。 

５点目につきましては、指定管理では指定管理料を決めることが大変重要であり、市ではリニュ

ーアル後の２年間の経営実績を見た上で、少しでも有利な条件で進めていきたいと考えております。 

２番目の１点目につきましては、騒音等は、特にトンネルの出入り口付近で基準値を上回ってい

る状況であります。 

２点目につきましては、市独自の騒音等の測定を行い、実態の把握に努めているところでありま

す。 

３点目、４点目につきましては、市は地元要望について鉄道運輸機構の対策を要請しており、柱

道、梶屋敷地区のトンネルの出入り口の緩衝窓の閉塞工事を終了し、今後、騒音レベルの高い地区
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では、吸音板設置等の音源対策工事を実施することとなっております。 

また、該当する住宅の防音工事の補償も進めております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますのでよろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

権現荘の行政目的と存在意義ということで伺いたいと思います。 

小学校校舎を活用した本館の自然教育センターは、どのような目的でつくられたんでしょうか。

当初の目的をお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

能生町の自然教育センター条例というのがございまして、昭和６３年の６月に制定されておりま

す。この中では、児童・生徒及び高校生の集団宿泊教育活動及び青少年の集団教育活動に供するた

めということで規定されております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

新館、別館はどのような目的でつくられましたか。バブル景気が８６年１２月から９１年２月ま

ででございますので、本館はバブルの真っ最中、新館はバブルの終わりに、別館はバブル崩壊から

７年後に建設されたということになります。当初の考え方は、よかったのかもしれませんけれども、

公共の宿から次第に離れてしまったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

権現荘につきましては、新館も別館も権現荘条例という条例に規定されたもので運用されており

ます。その条例にうたわれてる内容については、先ほど市長が申し述べたとおりでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

糸魚川市第三セクター等経営検討委員会が、平成２２年３月３１日付で出した糸魚川市第三セク

ター等の評価及びあり方に関する報告書で、糸魚川市の第三セクター等のあるべき姿の項で、最も
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大事な点は、行政目的のための事業そのものの存在意義の有無だと明言されております。この場合、

現在の第三セクターの雇用維持のみをその存在意義として判断すべきではない。糸魚川市の第三セ

クターは、観光客またはレジャーのための施設であり、民間でも運営可能な施設である上、設立時

から２０年以上経過して顧客数も減少傾向にあることから総じてその役割は終了しつつあり、現在

はその過渡期にあるということができる。このような施設は民営化した後、民間会社の手によって

設備投資を行った上で事業継続を図るか、閉鎖をしてその役割を終えるかのいずれかの方向に進む

ことが本来のあるべき姿であり、採算性を維持しているからそのまま第三セクターとして運営を継

続するという考え方は再検討を要すると指摘しております。わかりやすく言えば、公共の名に値す

るような施設ではないということではないかと思います。 

指摘されていることに対しての基本的な認識をお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

平成２２年３月３１日の第三セクター等の評価及びあり方に関する報告書、こちらについては、

財政健全化法の施行、これによって第三セクター等の負債債務が将来負担比率に反映することとな

ったことで国のほうから第三セクター等の改革に関するガイドラインが示されたと。そのことに伴

って当市においても第三セクターの見直しを図る目的で開催・報告のほうを求めております。その

中で対象となるのは、５０％以上の第三セクターでありますが、当時、既に権現荘の経営が非常に

厳しくなってきているということで、第三セクターに合わせて権現荘についても評価をお願いした

ものであります。当然、行政が運営するものでありますから、行政目的というのは当然必要と思っ

てます。先ほど市長も答弁したとおり権現荘の設置目的は、地域住民の福祉及び都市と農村の交流

促進、地域振興の拠点施設ということで、やはりその目的については、果たしているというふうに

考えております。 

報告書の中でも近隣に同様の施設がないこと、ロケーションや泉質などは潜在的にすぐれたもの

があるとしておりまして、その上で課題や対策が述べられており、今回までその方向で進めてきた

と考えております。報告書の中でもいわゆる指定管理、民営に移行する場合については、ただし書

きとして、その場合については現在の設備では引き受け手がないことから、規模の縮小を伴う改装

等の設備投資をした上で指定管理制度に移行すべきであると。こういう方向性も示されておりまし

て、現在、段階的に進めているものであります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

私は、報告で指摘されているように、総じてその役割は終了しつつあり、現在は、その過渡期に

あるということができるとの指摘に同感であります。 
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旅館・ホテルを取り巻く全国的な状況等を含めて現状をしっかり見る必要があるんではないかと

思うんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

今ほどの藤田課長がここまでの経過、権現荘の目的・役割等について説明いたしたとおりであり

ますけれども、現時点におきましては、新保議員ご指摘の糸魚川市第三セクター等評価及びあり方

に関する報告書、ここで述べられておる施設規模を縮小した上で改装等の設備投資をして指定管理

に移行すべきであるという大きな流れの報告書の方向を基本に置きながら、現在、平成２６年度、

平成２７年度と本館の取り壊し、それに伴っての利便性の向上のためのリニューアル等を行って、

指定管理に向けて現在、取り組みを進めているということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

民間から新支配人を採用した目的と採用条件、取り組み結果と評価に関連して伺いたいと思いま

す。 

新支配人は、任期付職員で参事職ということで採用されたということでありますが、どのような

条件で採用されたとお考えでしょうか。期末手当、超過勤務手当等はどうなっていたでしょうか。 

また、評価は、どのように行われましたでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本総務課長。 〔総務課長 山本将世君登壇〕 

○総務課長（山本将世君） 

お答えいたします。 

任期付職員につきましては、一般の職員と同等の考え方になりますので、超過勤務、そういった

手当等につきましては、一般の職員と同様な支払いの形になっております。 

評価等につきましては、それぞれ年度ごとの所属長、今でいえば能生事務所長が上司に当たりま

すので、そこらの評価をしていただけるという状況で認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

民間の支配人を任期付職員で採用した期間と取り組み結果、結果に対する評価についてもう少し

わかりやすく聞かせていただきたいと思います。 

評価は、契約期間まとめて行ったということですか。それとも、採用された平成２１年４月から
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１年ごとにいろいろと採用した権現荘立て直しといいますか権現荘の経営改善の取り組みを１年ご

とに評価していったということなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

権現荘支配人の任期付職員につきましては、今ほど総務課長がお答えしましたように平成２１年

に採用いたしておりますけれども、任期は１年ということで１年ごとに評価をしながら、その後、

進めてきておるということであります。 

したがって、平成２１年の状況を踏まえて２２年、２３年ということで、その時点での取り組み

状況、それには一定の期間も要する取り組み内容もあるというようなことを踏まえて、その後、任

期付職員の期間を５年間まで延ばして、平成２５年までは任期付職員という形で採用いたしており

ます。２６年度からは非常勤特別職という形で契約条項にのっとり勤務をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

平成２０年５月に柵口温泉権現荘経営計画が策定されました。平成２０年から２４年度までの

５カ年計画でございます。平成２２年１月に一部修正され、再検討版も出されております。その後、

紆余曲折もありましたけれども、再検討版の経営方針では、幾つかありますが、権現荘と都市交流

センターは、平成２３年度から指定管理に移行する。権現荘本館での宿泊客の受け入れを休止する。

温泉センター利用者に迷惑をかけないようにするため、権現荘の入館料を７７０円から５５０円に

値下げするなどとなっております。 

この計画は、平成２０年７月１日の値上げを前提につくられたものであります。値上げすれば必

ずお客さんが減るという指摘に対して、委員会でそのころ大変な議論をされたわけでありますが、

そういう指摘に対して減らさないでふやすということを言われて出した計画でございます。 

結果は、ご承知のとおり経営が大変だから値上げするというやり方ではだめだということがはっ

きりいたしました。お客さんが減って赤字が大きくなったと思いますが、いかがお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

確かに権現荘、過去の経過を見ますと、いろんな経営計画を立ててはその都度そのとおりになら

なかったということが一、二にあるということは十分承知をしております。その都度、その都度改

善をしながら計画を立てるんですが、やはり何といいますか平成１３年ごろからずっと長期低落と

いいますかそういう傾向に来てるということが実態であると思っております。いろんな面で紆余曲
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折があったということは十分承知をしてるところであります。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

この計画には、顧客満足の向上、営業力の強化、経費削減等、改善項目が細かく挙げられている

と同時に権現荘の料金改定による試算ということで、平成２０年度から２４年度までの収入・支出

の試算も出されております。起債償還に係る費用も入っておりますので、運営費ということで出さ

れていることしの予算審査資料の数字よりも金額が多くなっておりますが、計画初年度の平成

２０年度は宿泊客１万５,１００人、収入２億５,２６０万円の目標に対して、実績が宿泊客１万

２,９６８人、収入２億２,６５９万円で、宿泊客２,１３２人の減、収入２,６０１万円の減となっ

ております、対前年。平成２１年度から２４年度までの宿泊客の目標は、１万５,４００人、１万

５,５００人、１万５,７００人、１万５,９００人となっております。それらに基づいた収入の試

算も出されております。 

新支配人は、柵口温泉権現荘経営計画の一部修正にもかかわられたように記憶しておりますけれ

ども、柵口温泉権現荘経営計画に基づいて取り組んでこられたというふうに思います。権現荘経営

計画と支配人の役割についてお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

今ほど新保議員のほうからお話がありましたように、支配人のほうで就任以来、それまでの取り

組みの内容について、例えば条例で規定してある１泊２食つきの宿泊料金、そのような状況の中で

は、なかなか改善ができないというようなことも含めて条例改正に踏み切ったりというような取り

組みを実施してまいりました。いろいろな毎年毎年、目標を定めながら実施をしてきた状況であり

ますけれども、その年年で結果としてうまくいかなかった部分と、功を奏してうまくいった部分と

いうのがここまでの平成２１年からの流れの中であります。その中には、支配人の役割といたしま

しては、民間的手法で営業面、あるいは収支の面で取り組みをいただき、改善すべき内容について

は、私ども能生事務所を中心となった行政内部と連携をとりながら現場の改善に努めてきたという

支配人の役割であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

柵口温泉権現荘経営計画が達成できたのかどうかが新支配人の取り組みを評価する基本だと思い

ますけれども、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

先ほどの第三セクターの検討委員会のほうから出された報告書の大きな流れに沿って取り組みを

進めている、その中での指定管理に向けた取り組み改善を進めておるのが現状でございまして、現

在、その途中経過の中で支配人から現場での改善対応をしてきていただいたということになります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

市は、いろんな計画つくりますよね。計画をつくって５年なり１０年なり、その計画をつくって

実践をしてどうだったかと、検討をするというそういうことでずっとやってます。柵口温泉権現荘

経営計画は、達成できたとお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

平成２０年に立てました権現荘の経営計画でありますけども、これには現在、支配人は関与して

おりません、その計画策定には関与しておりません。そして、この平成２０年の経営計画につきま

しては、一番大もとのところでありますけども、温泉センターを廃止をして、権現荘に機能統一す

るということにつきましては、それはできぬ、何といいますか地元説明とかいろんなことで、それ

ができなくなったということであります。 

したがいまして、平成２０年の経営計画につきましては、おおよそ１年でその辺は計画が頓挫し

たということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

この計画は、途中で修正されているんですよね。平成２０年につくったものを、一番最初に言い

ましたように一部修正をして、そしてさらに直して、まだ変わりながら移ってきてるわけです。で

すが、基本的に権現荘経営を立て直すという、それは変わりなくて５年間進んできたわけですね。

ずっと来て５年間やってみて、これ捨てたわけでないでしょ、この計画を。これは５年間やってみ

て、果たしてこれは達成できたのか、十分なのか、半分なのか、３割しかできなかったのか、その

点はどういうのかというふうに伺ったんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 
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○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

今ほど新保議員がおっしゃっている平成２０年の経営計画がずっと続いているかという部分につ

いては、続いていないというふうに認識をいたしております。その後、先ほど新保議員からお話の

ありました第三セクター経営検討委員会からの診断結果等を踏まえて、その提言なりを踏まえる中

で指定管理に向けた流れを進めていこうと。その途中段階では、今ほどありましたように温泉セン

ターを廃止して民間に譲渡しようではないかというような話も途中まで進みました。 

結果として、それもいろいろな課題の中でできなかったというような状況をここまで経過をたど

ってきております。そういう中で大きな流れでは、指定管理に向けて取り組みを進めていくという

ことで考えておりますので、先ほどから言われている２０年の経営計画という流れは、そこで一旦、

方向が変わってるというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

２０年５月策定の５カ年の経営計画、２２年１月に一部修正して、その後、当時の総務文教常任

委員会に平成２２年２月１日に能生事務所が出してきた柵口温泉権現荘経営計画、この中に具体的

なその中身がどういうところを改善するのかというのは、ずっと挙げられてるわけですよね。その

中には、本館をなくしてもう少し客室を減らすとか、あるいは接遇とかいろんなことを改善策、書

いてるわけです。そういう計画もない中で支配人はやってきたということですか。もとがあるわけ

じゃないんですか、いろんな提言あって、三セク検討委員会の提言もあるんでないかと思いますよ。

そういう中で、これは改善しながらやってきたんじゃないんですかね、この計画というのは。違う

んですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

先ほど申し上げましたように大きくは、検討委員会からの提言の規模を縮小する中で指定管理に

向けた取り組みを進めるべきであるという流れの中で、年次計画的にここまで取り組みを進めてお

ります。ここまでの途中の中では、やっぱり期間を要しながら進めてきたものもあります。２０年

度に言われている状況の中の計画、その後は今申し上げたような形で内容的には変わっているもの

もございます。大きな柱については、前段申し上げたような形で施設の規模を縮小して設備投資等

をした上で指定管理に向けて移行すべきだという流れの中で進めておると。そういう中で支配人か

らもその大きな流れの中で取り組みをいただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 
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変化してきたということはわかります。 

それでは、支配人の関係した平成２１年以降で伺います。 

この平成２０年、あるいは２２年で内容を変えた、大分変わって、その後も変わってきておりま

すけども、当初のところで先ほど言いましたように顧客満足度の向上と営業力の強化、経費削減、

これはずっとやってきていることですよね、計画があってもなくても。特に、当時の常任委員会で

議論をして、指摘して、それを改善していくということでやってきてもらってるはずだと思うんで

す。それで、最終的に黒字化するということだと思うんですが、支配人が採用される前後からちょ

っと言わせてもらいます。 

この計画を出した前年の平成１９年度の運営赤字が７２８万８,０００円。７月１日に値上げし

た計画、初年度の平成２０年度の赤字が７４９万２,０００円。新支配人が就任した初年度、平成

２１年度の赤字が１,５３９万８,０００円。就任２年目の平成２２年度の赤字が３,９１９万

１,０００円。３年目の平成２３年度の赤字が１,８５３万４,０００円。計画期間最終年度、支配

人就任４年目が１３２万５,０００円の黒字でございます。 

こういうものを１年ごとに評価してきたと先ほど答弁されました。これを評価してきた結果が支

配人は一生懸命やってるという、そういうことなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

先ほど申し上げましたけれども支配人の任期付職員の任期の更新については、１年ごとでありま

す。 

ただ、申し上げましたように大きな流れの中では、１年間ですぐ結果が出ない問題の部分もござ

います。ある程度の期間を有しながら現場の管理、それから改善に努めてもらいたいという部分も

ありまして、長い目でのトータルでの評価を１年ごとでの任期を更新する中での評価、そこを両方

複合しながら評価させていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

支配人が就任された平成２１年４月から３年連続して赤字なんですよね。４年目で１３０万余の

黒字になった。それで５年間で任期付職員でなくて、今度は非常勤特別職にかわるわけですが、こ

のときの評価、じゃあ何を評価したのか。この中にいろいろ書いてありますよ、経営改善の中身が。

変わったんでそれはないようなことを言われましたけども、経営計画の中に。では支配人は、何を

改善したのか。支配人がいないときにつくったものですよね、先ほど言われました平成２０年につ

くられた。その中にいろいろと書かれてます、途中で修正したものございますけど。そういう点も

踏まえて、これだけ５年間のうち、５年と見ればそのうち３年は赤字。それも６,０００、

７,０００万円ぐらいになりますかね、７,０００万円ぐらいの赤字です。その後、２年間は黒字で

す。１３２万５,０００円と１６万８,０００円を足せば１５０万円ぐらいの黒字ですよね。これを
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評価して、非常勤特別職、月額６０万円、こういうふうにされたわけですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

支配人が就任いたしました平成２１年度の時点におきましては、職員体制的には権現荘に正職員

が勤務していたというような状況もございます。 

また、宿泊のプランが一泊二食で条例で規定されておりました。そういう中から非常に現場での

運営の自由度が小さいというような面が支配人のほうからの話も当時ございまして、その後、条例

改正を平成２３年だと思いますが、２３年に条例改正をし、２４年から施行して、現在のところで

は、宿泊の素泊まり料金を条例規定し、食事のプランについては、自由度を持たせながらお客様の

需要に応じていろんなお食事プランをそこにプラスする中で、セット料金というような商品にして

売り出しをいたしております。 

また、職員につきましても正職員は臨時職員化する中で、現場でできるだけ固定的な経費を圧縮

する中で収支の改善に努めていこうという大きな流れを支配人のほうからお示しをいただき、それ

らを人的な問題もありますので、市役所全体の中での職員の管理等も含めてここまでの中で進めて

きております。 

そういうことで支配人の一定の評価をいたしながら再任用後、特に平成２４年、２５年とは黒字

になったというような状況も踏まえて、支配人を非常勤特別職という形でその後、任用させていた

だいたということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

通算でいうと１億円ぐらいの赤字を出されたわけですよね、支配人は。５年間、任期つきの職員

の５年間のときに２年間１３２万５,０００円と１６万８,０００円の黒字を出したその後、２年間

は１,５５１万８,０００円、その次は１,７９７万７,０００円の赤字になっているわけです。そう

いうこともきちんと、実際の数字となって出てくるわけですわね。これは外的要因もありますよ。

ですけども、全国的にどこも一緒なわけですよ。東日本大震災があって、そこの地域は大変だけど

も、じゃあ権現荘はそのお客さんが来なかったのか、そういうのもあるんでないですか。そういう

マイナスの場合もあるし、プラスの場合も外的要因の場合はあると思うんです。 

しかし、そういうものを含めて全体として計画として立てたものをどれだけ実行したかというの

が評価になるんでないかと思うんです。非常勤特別職というのと、その前の身分という場合で、支

配人の役割、責任というのは変わったんでしょうか、同じなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 
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○能生事務所長（原 郁夫君） 

非常勤特別職のときと任用されていた２１年のときの仕事の内容は、変わってございません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

権現荘の調理に係る業務の責任は、支配人にあるのか、それとも料理長にあるのか。任期付職員

で参事職の場合と非常勤特別職の場合では変わらないということでございますが、どちらにその権

限と責任があるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

調理場の中で起きること、発注であるとかそういったところについては、料理長の責任でござい

ます。 

また、料理長を含めた職員の全体の管理・監督について支配人にお願いをしているというところ

でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

サービスに支配人の裁量を認めているということでありますが、何を支配人の裁量としているん

でしょうか。どういうものが裁量の範囲に入るんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

支配人が自分で民間的な経営ということを採用の目的の中に入っておりました。その民間的な経

営の手法として、例えばリピート対策、マンツーマンでやるリピート対策としての商品の無償の提

供、例えばお酒でいえば１本、２本の世界ですけれども、そういったもの。また、料理のグレード

を上げてある。またカラオケをサービスしてあげるというような例のものが裁量というふうに考え

ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

いろいろと新聞のチラシの中にはホテル・旅館の案内なり広告のようなものが入ってまいります。

そこの場合は、この期間限定で何人以上のお客さんの場合、おちょうし１本サービスしますよとか、
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こういうサービスがありますよという、そういうものがあります。それは来たお客さん全てが対象

になるわけですよね。それはそこの施設の、ホテルなり旅館なりの宣伝でどんどん来てくださいと

いうことになると思うんですけども、そのサービスの裁量を支配人に、先ほど言われたようなこと

を認めているということになると、いろいろとこう、この方については支配人の判断でサービスし

よう、この方は必要ないということも出てくるんではないかと思うんです。そういうことが今度は

料理長のほうに、契約というか分担のところでは、料理の関係は料理長の責任ですよとなってます

よね。管理運営は支配人ということになってると思うんですけど、料理のことについて支配人がこ

うやってくれと、グレードを上げてくれとか、下げるということはないでしょうけど、いろいろ指

示をすると。料理長が考えていたこういうふうにしようというものを支配人がいろいろ変えるとい

うことにもなると思うんですが、それは館の運営に差し支えないものですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

これは来ていただいたお客様にサービスという形で、例えばお刺身が３品であったものを中身を

５品にするとか、そういったものについて一方的に支配人が勝手に決めるということではなくて、

それは料理長と相談をして進めているということで、原価計算云々についてはお互いに相談しなが

ら進めているというふうに理解しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

答弁されることは、平均してこうだというふうな言われ方されますけども、いろんな場合がある

んでないかと思うんです。私はそこの中身は言いませんけども、これは会計上どういうふうな扱い

方になるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

現在、内部監査等で対応調査しておるところでありますけれども、サービスした内容については、

当然、売り上げには上ってきません。それから、原材料としては当然、仕入れしておりますので出

てまいります。金銭という面では、帳簿上は出てまいりません。 

ただ、どういうサービスの内容をやったかについて把握させていただいておりまして、その内容

については、いつ、どういうお客様に、どういう内容のサービスをしたかというものについては、

聞き取りをする中で現在、調査をまとめているとこであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

平成２７年度の権現荘職員勤務状況の中で時間外勤務時間が１,０００時間を越えている職員が

３名おりました。この不正常な状態を改善する責任は誰にあるのか。支配人の責任もあるんではな

いかと思うんですけども、あれですか、これは市長の責任で支配人はそういう状態になってるとい

うのを管理・監督する責任があると思うんだけども、ないということなんでしょうかね。これは誰

が改善する責任があるわけですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

職員の勤務状態の状況の把握をするのは、これは支配人であろうかと思います。 

ただ、労務の、例えば人数をふやしたりとか、また減らしたりとかというのは、これは能生事務

所のほうで関与してやっていきますので、支配人の申し出等によって協議を進めながら現場管理を

していくというのがやり方と思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

支配人から申し出があったことはありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

２７年度は、年度の途中で厨房のほうで１人おやめになったりしておりまして、３人のところを

２人になったということで、至急、手当てをしてもらいたいというようなことの話はございました。

すぐ探すようにということで指示を出しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

平成１７、１８、１９年度の３カ年平均の売り上げ、原価、人件費、施設管理費、これに基づい

て途中で変えたという権現荘の経営計画、売上原価率について、この平成２０年の計画では、前の

３年の平均が売上原価率３７.１％だというふうに記載してます。それで一般的に旅館業の収益構

造は、売上原価率は収入の約２５から２７％というふうに言われていると、人件費は収入の３０％

と言われているという中で売上原価率は３７.１％、人件費比率３５.９％というふうになって、こ

れを改善するんだ、改善していかなければいけないというふうに記載しているんですが、その後、

この点については大分数字の、かなり上の数字でいろいろと答弁されているような気がするんです
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けども、どういうふうに変わってきているわけですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

食材の原価率でありますけれども、２１年が５７％、２２年度が６３％、２３年が６０.２％と

いうことになっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

余りにも旅館業全体で見た場合、２５から２７％と言われていると、それで平成２０年の計画を

立てたときにも３７.１％だと、これを下げんきゃならんというふうに言ってるわけですね。どこ

を努力されているのかというのがわからないですよね、これじゃね。きちんととにかくやっていた

だきたいと思います。 

権現荘の指定管理と民営化の関係で伺います。 

権現荘の法定耐用年数は、何年でしょうか、新館、別館同じだと思いますけど。 

○議長（倉又 稔君） 

暫時休憩します。 

 

〈午前１１時５５分 休憩〉 

 

〈午前１１時５６分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き会議を再開します。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

鉄筋コンクリートづくりで旅館用・ホテル用のものは３９年、その他のものということですね。

内装部分が３０％木造、木でつくられてるものは３１年だと。そうでないものは３９年だとなって

いるわけです。新館と別館、なぜさっき民営化ということに早く進んだほうがいいかというふうに

言ったかといえば、施設そのものの、つくってから半分以上がたってるわけでしょ。これを大規模

改修、大規模修繕とか施設改築とかどういうふうに考えて指定管理、そして民営化というのを考え

ていらっしゃるのかというのを聞きたいんですよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

今の耐用年数の話は、また後ほど能生事務所長のほうからお答えしますが、考え方といたしまし

ては、新館・別館につきましてもそれぞれ補助事業等を利用しながら、当時、能生町の時代につく

っております。それで現時点においては、地域の核施設、地域振興の拠点施設ということで権現荘

の果たす役割を考え、新館、それから別館については、リニューアルをする中でさらに長寿命化を

そういう視点で改善し、それぞれの権現荘の役割を今後も担っていこうということで新館・別館の

一部リニューアルをさせていただいたということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

第三セクター等経営検討委員会で言ってるそういう考え方で、私は早く進めるべきでないかなと

思うんですね。遅かれ早かれ施設改築大規模修繕の問題が出てきます。それを考えれば市直営から

早く切り離す必要があるんでないかというふうに思います。これ、民間に移行する時期を私は早め

るべきではないかということで、それは意見として述べておきます。 

北陸新幹線の騒音・振動公害について伺います。 

緩衝工を塞ぐ工事、明かり区間の吸音板の設置、これはどういうふうになりましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

緩衝工の閉塞工事につきましては、この４月まで柱道のほうと梶屋敷のほう全て終了したという

ことでございます。その効果としては、柱道のほうの部分については、いわゆるトンネルに新幹線

が入ったときの衝撃音、そちらのほうが和らいだというふうに住民のほうからはお聞きしておりま

す。 

ただし、音そのもの自体は、逆に柱道の場合は緩衝工は海側のほうにあったわけですけども、そ

れを塞いだために、逆にその反対側、山側のほうの音が少し上がったという状況になっております。

それで、吸音板等の設置工事ということでございますけども、この秋までには現地のほうで工事の

ほうへ入れるということで鉄道・運輸機構のほうから説明を受けております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

今、答弁ありましたように柱道のほうは、振動のことは前よりよくなったけども音は変わりない

と。要するに今、言われたようなことですよね。 

梶屋敷のほうは、変わりないと。要するに、例えば青海のほうから入って出ると、上越のほうへ
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向かって出る場合に、出た音が向かいの山に当たって、はね返っていってそういうふうになるんで

変わりないというふうなことだったですよね。そういうのをやっぱり市としては、今、言われまし

たけどきちんと把握して、それでＪＲなり機構なりに要望していくということが大事だと思うんで

す。ぜひそれをお願いしたいと思います。 

騒音・振動の解決策について関係住民の皆さんとの話し合いというのは、どういうふうになって

おるでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

現在、騒音の２次測定、ほとんどの地区では終了したんですが、まだ一部残ってるとこもござい

ますけども。終わったところにつきましては、それぞれその２次測定の結果について、個々の該当

するお宅のほうへ、測定したお宅のほうへ鉄道・運輸機構の者なり、そこの委託を受けた業者なり

が説明を今回っている最中ということで、その後の対策の工事を契約したという状況には、全体と

してはほとんど至ってないという状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

市独自の騒音・振動の調査、先ほどやられてるということでしたけども、鉄道建設・運輸施設整

備支援機構と国・県なりほかでも、機構のほかにも調査やられたと言いましたよね。そういうもの

と市独自で調べた数字というのは、全部そろえて話し合いとかでそういうものに臨まれてますか。

市のほうには声かからないという前の答弁ありましたけども、その辺どうなってますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

市のほうで測定したものにつきましては、金曜日に田中議員にもご答弁させていただいたとおり

簡易的な測定ということで、あくまで参考的なものということではかっております。といいますの

は、今回、緩衝工の窓の閉塞が終わったということで、その後の状況を把握するためということで、

今回、市のほうで測定させていただいたものでございます。当然、市のほうとしては、その数字は

持っておりますけども、特にその数字が幾つだったかということについては、住民等には現段階の

ところでは説明をしておりません。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 
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市は、機構とかは数字を把握してるけども市はわからないというんじゃなくて、とにかくしっか

り把握しておいて話をするというふうにぜひしていただきたいと思うんですね。簡易的なものでな

くて、本当はしっかりした数字を持ってやっていただきたいと思うんですが、ぜひ努力していただ

きたいと思います。 

ＪＲなり機構のほうは助成だそうですけども、補償の関係で、補償の範囲が狭過ぎると。手続が

面倒過ぎるというのがあります。これについて市は、あれですか、関係のところを、例えば新日本

コンサルが下請でやってるらしいですけども、そこと話しして改善するように言うということはあ

ります、ぜひそういうことも言ってもらいたいんですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

前段の騒音測定のほうにつきましては、市のほうといたしましても騒音測定ができる時期、カエ

ルとか虫の声に影響されない時期において本格的な、また騒音測定をしたいというふうに考えてお

ります。 

それといわゆる補償の工事の書き方がなかなか難しいよというお話については、昨年来、業者な

り鉄道・運輸機構のほうへお話をしてるという部分はありますけども、こちらにしても今現在、申

請の件数が少ないと、１つの大きな要因としては、そういう申請書の書き方なり出し方なりがうま

く対象者に伝わってないというところが大きな原因というふうに聞いておりますので、市のほうと

いたしましても住民の皆様のほうに、よりわかりやすくなるように鉄道・運輸機構なりのほうへ要

請してまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

防音工事でエアコンもそういんですけども、機構のほうは大工さんを念頭に置いた手続でないか

と思うんです。一般市民からすると、直接エアコンを入れる場合は、電気屋さんに頼むと。ところ

が手続的には、大工さんを念頭に置いて、大工さんから進めるとスムーズに行くというのもあるん

でないかと思うんで、手続を簡略化すると同時にやっぱり流れをちゃんとうまくいくように説明を

お願いしたいと思いますが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

手続の簡略化という部分については、また市のほうから鉄道・運輸機構のほうへ要望はしてまい

りたいと思いますけども、どちらにしても確かに対象の個人だけじゃなくて、業者の皆さんのほう

もなかなかわかりづらいということで申請が進まないという状況もお聞きしておりますので、その

辺をより丁寧にわかりやすく説明するよう、また市のほうも協力してまいりたいというふうに考え
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ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

新保議員。 

○１６番（新保峰孝君） 

ぜひ、そういうことで努力していただきたいと思います。 

終わります。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、新保議員の質問が終わりました。 

耐用年数に関してデータが来たというので答弁してもらいます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

建設課のほうで確認させていただきました。新保議員さんがおっしゃった３９年で間違いないと

いうことで確認させていただきます。 

○議長（倉又 稔君） 

昼食時限のため、ここで暫時休憩をいたします。 

再開を午後１時といたします。 

 

〈午後０時０９分 休憩〉 

 

〈午後１時００分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

次に、田原 実議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。〔１３番 田原 実君登壇〕 

○１３番（田原 実君） 

糸魚川２１クラブの田原 実です。 

事前に提出した発言通告書に基づき、以下、質問をいたします。 

１、糸魚川地域医療の現状と課題、糸魚川市の対応について。 

(1) 糸魚川圏域の医師・看護師数の現状と医師・看護師確保について伺います。 

なお、データは最近のものでご説明願います。 

(2) ３６５日２４時間救急医療体制の現状、糸魚川圏域での２.５次救急医療体制について伺

います。 
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(3) 上越、富山圏域との医療連携、新潟県との連携、新幹線を使った広域医療連携について伺

います。 

(4) 市民からの地域医療への不満の声、その分析と対策について伺います。 

(5) 人口減少問題、財政問題と今後の地域医療体制について伺います。 

(6) 子供の命を守る取り組みについて伺います。 

(7) 医療・看護を志す子供たちへの支援（人材育成）について伺います。 

(8) 「糸魚川市地域医療構想」の策定、地域医療と地域包括ケアの連動について伺います。 

２、糸魚川市の一般廃棄物対応と次期ごみ処理施設の整備について。 

(1) 「糸魚川市一般廃棄物処理基本計画」の見直しについて伺います。 

(2) 一般廃棄物最終処分場適正化事業について伺います。 

(3) 次期ごみ処理施設の整備計画、設計・工事・運営等について伺います。 

① 敷地の設定、施設規模の設定、ストーカ式焼却方式のメリットについて。 

② 公設民営方式、ＤＢＯ方式のメリットについて。 

③ 長期包括契約方式のメリットについて。 

④ ダブルチェック体制と行政責任について。 

⑤ 市民への説明について。 

(4) 次期一般廃棄物最終処分場の整備、設計・工事・運営について伺います。 

(5) 環境教育について伺います。 

３、権現荘問題について。 

(1) 総務文教常任委員会提出資料「平成28年度柵口温泉権現荘経営計画（見直し）」等につい

て伺います。 

① 福祉施設と観光施設を混同し、運営の赤字補填に市民の税金を使い続けることについて。 

② 小林支配人の報酬、これまでの勤務状況とこれまでに支払った総額（交際費、調査旅行

等を含む。）について。 

(2) 権現荘問題による糸魚川市の信用失墜について伺います。 

以上、１回目の質問です。よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

田原議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、本年５月現在で医師は６０人、看護師は２６年１２月の調査で

２８０人となっており、国・県平均より少ない状況であり、医師・看護師の確保に引き続き努めて

まいります。 

２点目につきましては、医師会や糸魚川総合病院にご協力いただき実施いたしており、２.５次

救急体制についても糸魚川総合病院での維持を支援してきております。 

３点目につきましては、市外医療機関や県との連携は重要であり、努めてまいりました。新幹線

の活用については、通勤範囲が拡大したことから今後、積極的な利用ができると考えております。 
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４点目につきましては、常勤医師が不在の診療科に対して、不安の声をお聞きいたしております。

引き続き関係機関が連携いたしまして要望活動を強化してまいります。 

５点目につきましては、少子高齢化の進展により社会保障に係る将来の市の財政負担は、大きく

なると予想されます。 

６点目につきましては、乳幼児健診を初め予防接種、医療費助成などを実施しており、県の小児

救急医療の相談窓口の周知にも努めております。 

７点目につきましては、児童生徒が医療に興味を持てるよう教育現場と連携をして取り組みます。 

８点目につきましては、市として地域医療構想の策定は考えておりませんが、県の医療構想に市

の意向に反映してまいりたいと考えております。 

また、在宅医療の充実と介護予防を図るため地域医療と地域包括ケアの連動は、重要と考えてお

ります。 

２番目の１点目につきましては、これまでごみ処理の実績などを踏まえまして、ごみ減量の目標

数値を見直しております。 

２点目につきましては、昨年度、適正化事業が完了いたしましたので、今後は、環境保全に関す

る協定書に基づき、適正な施設の維持管理に努めてまいります。 

３点目の１つ目の建設場所は、現在の清掃センター敷地内として、処理能力は１日４８トンであ

ります。 

また、ストーカ式焼却方式は、長い歴史と多くの採用実績があり、経済性にすぐれております。 

２つ目につきましては、事業者が設計、建設から長期的な管理運営までの一括して行うことから

トータルコストを縮減できると考えております。 

３つ目につきましては、長期の委託期間が担保されることにより、運営する事業者は長期にわた

って計画的な施設運営が可能となり、施設運営の効率性が向上する点であります。 

４つ目につきましては、事業者の選定に際しては、市と事業者の事業範囲、リスク分担を明確に

するとともに市も確実にモニタリングできるよう進めてまいります。 

５つ目につきましては、事業の進捗に合わせて広報紙、ホームページ、説明会、見学会などを通

じて周知してまいります。 

４点目につきましては、本年度からクローズドシステム処分場の建設に係る基本構想、基本設計

を実施し、整備内容や運営方法などについて検討してまいります。 

５点目につきましては、ごみの分別とリサイクルの出前講座や市内小学校の事業において清掃セ

ンターを見学いただいております。 

３番目の１点目の１つ目につきましては、地域住民の福祉及び都市と農村の交流促進に資するこ

とから地域振興の拠点施設としての役割を担っており、２８年度以降、黒字となるよう努めてまい

ります。 

２つ目につきましては、２７年度の報酬月額が６０万円、勤務時間は３,４６１時間、休日数は

４６日となっております。２１年４月からの５年間は、任期付職員としての採用であり、個人情報

の保護から公表はできませんが、２６年度からは、非常勤特別職として月額６０万円で契約し、本

年度につきましては、９月末までの半年間で月額５７万円の契約であります。２１年以降、支配人

に係る交際費、旅費は合わせて２０万９,０００円となります。 
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２点目につきましては、２６年から２７年に行われた県の観光地満足度調査において権現荘の総

合満足度は、前回より１０ポイント近く上っていることから、今後は経営管理と労務管理を改善す

る中で収支の黒字確保に向けて取り組んでまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からもい

たしますのでよろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

平成１９年度６月に姫川病院が突然、閉院し、私たちは地域の医療体制崩壊の危機にさらされま

した。再びそうならないために、私は毎年６月議会で医療の現状と課題を確認し、医師確保と改善

を訴えてきました。 

しかしながら糸魚川圏域の地域医療の現状は、ますます厳しさを増しています。そのことへの危

機感について米田市長に伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

岩﨑市民部長。 〔市民部長 岩﨑良之君登壇〕 

○市民部長（岩﨑良之君） 

お答えします。 

今、議員がご指摘ありましたように、市のほうでも医師確保とか糸魚川総合病院の機能アップ、

機能充実等に努めてまいりましたが、実際、医師の確保については、制度的なものもある中で大変

苦慮しているようなところが現状でございまして、常勤医の確保については、特に厳しいとこがご

ざいます。そのような中、国のほうに対して市長から通じて要望する中で、国としての制度改正な

どを働きかけているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

ぜひ市長から、この危機感というものを出していただきたいんですよ。市長、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

もう議員ご承知いただいていると思っているわけでありますが、私はやはり一番、地域医療、特

に医師が減るのを地域医療が崩壊すると捉えているわけでございまして、これには先ほど議員がご

指摘いただいたように姫川病院閉院以降、非常にこの医師確保に対しては力を入れてまいっておる

次第でありますが、現実はやはり非常に厳しい状況が続いておるのが現状でございます。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

糸魚川圏域の医師・看護師の数は先ほど伺いました。それで、人口１０万人当たりの医師・看護

師数で国や県とほかの地域との比較ということもしていただきましたが、ここら辺の詳細を担当課

に伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

平成２６年末の状況で、人口１０万人当たりの医師数は、全国平均で２３４人、新潟県平均では

１８８人、当市では１３３人で、県内の２０市の中では１０番目となっております。 

また、人口１０万人当たりの看護師数は、全国平均で８５５人、新潟県平均で９０８人、当市で

は６２０人で、県内２０市の中で１５番目となっております。医師・看護師ともに国・県の平均よ

りも低い状況が続いており、深刻な医師・看護師不足の状況であります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

先日、議会の全員協議会で示された第２次糸魚川市総合計画、この中の地域医療に関するデータ

では、人口１０万人当たりの糸魚川市の医師数は、平成２０年で１２８人、２２年で１２５人、

２４年で１２０人、２６年で１３２人とあり、県と比べて約７割、国と比べて５割から６割と大変

厳しいと。 

また、今後の見通しとして、平成３５年で１０万人当たり１３３人、県の７割、国の６割の確保

を目標としています。 

ただ、この数が正しいのかは疑問で、実際はもっと厳しいのではないか。というのは、糸魚川総

合病院の常勤医が不足し、診療科が減っていく、非常勤対応や休診のお知らせが多い実態を見れば、

この医師数は何を根拠としたものなのか。正しく状況を把握できているのかということを申し上げ

たいわけなんですけども、この点を整理して、いま一度ご説明いただければと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

第２次総合計画のトピックに示しました新潟県内の数値については、新潟県が２年に１回調査し

て発行する新潟県福祉保健年報を引用しております。 

また、全国の数値については、厚生労働省が実施している医師・歯科医師・薬剤師調査を引用し
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ております。 

先ほど市長が答弁いたしました医師数は、ことし５月現在において担当課の聞き取りなどにより

把握した数でございます。研修医の増加により平成２６年度以降、医師数はふえておりますが、議

員ご指摘のとおり病院の常勤医師の不足等がありますことから大変厳しい状況であると認識してお

ります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

医師不足、看護師不足が続いた場合、それによって生じる最も深刻なことというのは、何だとお

考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

救急医療に深刻な影響が生じてくると考えられます。現在、医師会からご協力いただいておりま

す１次救急が制限されますと、２次救急へ影響が及び、救急医療の提供が厳しい状況になると考え

られます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

そうすると３６５日２４時間救急医療体制、そして２.５次の救急医療体制の確保のために、こ

れまで糸魚川総合病院に集中して施設建設や機器設置を続けてきたのに、今の課長のお話のように

なってしまったんでは、何のためにこれまで市民の血税を使ってきたかということになりますよね。

じゃあまず、開業医の先生をふやして１次救急を担っていただくための対策というのは考えてあり

ますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

新規に開業される医師への支援策として、１次救急医療業務に従事することを条件とした糸魚川

市診療所開設等支援事業補助金の交付制度がございます。近年では、平成２０年度から平成２２年

度の間で３件の交付実績となっております。 

以上です。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

その場合、糸魚川総合病院の先生が独立・開業されてもいいんですけども、市外の病院から糸魚

川に来ていただくことが望ましいですよね。そのあたりの工夫もこれから考えていただきたいと思

います。 

さて、糸魚川圏域での２.５次救急医療体制の継続については、行政も病院に任せっきりとはし

ていないと思います。最近の事例としてどのような取り組みがあるか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

平成２４年度の救急外来棟の整備など糸魚川総合病院と連携して進めてきておりまして、平成

２７年度に施設整備として準高度急性期病床整備に支援を行いました。高度急性期から慢性期まで

を市内で完結できるよう高度急性期医療の充実と確保に努めております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

これまで糸魚川市としては、糸魚川圏域でそういったことが完結できるように総合病院に多大な

投資をしてきたし、またこれからもしていかなければいけない状況は続くと思います。 

ただ、３月議会での五十嵐議員の質問にあったように市民の中には殿様商売云々と。それから、

糸魚川総合病院への投資がどのぐらい効果を出しているのか疑問だという人もいるかもしれません。

私、これ残念なことだと思います。糸魚川総合病院では、医師・看護師が不足する中で、地域にお

ける効率的に質の高い医療提供ができるように整備を進め、行政もそれを支援してきたことが市民

に理解されていないと、そういうことになりませんでしょうか。その原因はどこにあるのか、米田

市長は、この点、どうお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

現状について市民の方々が理解してないということで、情報の提供が不足してるのかなと感じて

おる次第でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

ことし１月に市民厚生常任委員会で、糸魚川総合病院にて樋口病院長先生から糸魚川地域として

独自の医療ビジョンが必要だと伺いました。それは先ほどからの話で、県の示す二次医療圏単位、

つまり上越地区全体での高度急性期医療確保ではなくて、糸魚川圏域での高度急性期、急性期、回

復期医療の確保と診療科の確保、それとこれまで糸魚川総合病院へ投資し、整備してきた産科病棟、

循環器棟、救急外来棟、地域包括ケア病棟、ハイケアユニットの活用、そして最も必要なことが人

への投資で、初期研修医の確保、総合診療医の養成、専門医の確保、看護師確保、専門看護師の養

成、専門医療職の確保を目指す地域医療だと思います。 

そこで、糸魚川総合病院が戦略的に進めるのが、病院に研修医をふやして総合診療医を育てるこ

とであったわけですが、今度の新しい専門医制度の改正がどう影響していくか分析してありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

新専門医制度については、平成２９年度のスタートに向けて準備をしているとお聞きしておりま

す。今後、詳しい内容が示されると考えておりますが、今、把握しているところでは、後期研修医

については、専門医制度とリンクするということです。そうなりますと指導医を一定数確保するこ

とが必要となり、指導医がいない病院には後期研修医が来なくなるということが懸念されておりま

す。また新制度では、医師は基本領域のいずれか１つの専門医を取得することが基本で、その基本

領域に総合診療専門医が加わると言われております。 

そこで、糸魚川総合病院の新たな取り組みとして目指していることは、総合診療医の育成であり

ます。また、その指導医の資格を取得しております。総合診療医の資格取得を目指す若手医師にと

りまして、それは魅力ある病院となりますし、高齢化が進んでいる当市にとっても必要な診療部門

となることから、今後、総合診療医の育成への支援と連携は重要と考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

今後、大学病院が医師・研修医を外へ出さないと。そうすると糸魚川の医師確保は大変厳しくな

るということが想像できますよね。そういうことを見越して糸魚川総合病院、今までもやってきた

わけでありまして、今の課長のほうからもご説明いただきましたけども、そういった取り組みに対

して支援と連携と今おっしゃいましたよね、行政からはどんなこと考えてるかお聞かせいただきた

いと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

医師養成修学資金貸与事業と研修医の育成について支援をしており、今後、さらに周知に努めて

研修医の確保に協力していきたいと考えております。研修医に来ていただき残っていただくために

は、地域や病院に魅力が必要だと担当の医師からお聞きしており、そのとおりだと思います。 

また、実際に研修医の育成に携わっておられる先生方の熱心な指導の成果もあり、研修医が増加

してきておりますので、今後も研修医の紹介など市民の皆様の関心を高めていくよう引き続き支援

は必要と考えております。 

また、総合診療医育成プログラムには、地域医療に一定期間携わることとなっておりますので、

能生国民健康保険診療所での研修など所長と相談しながら協力や支援についても考えてまいります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

わかりました。そういう病院の戦略を行政のほうも理解して協力支援をしていくということなん

でありますけど、それを私、市民にもやはり理解していただきたいなと思うわけなんですね。今、

糸魚川にあるものを使って何ができるのか、こういったことを考えていく。それから、市長もこの

前の定例会でお話ししましたが、医師の数というよりも偏在することが問題だという、市長お話し

されてたと思います。それで、上越、富山、金沢、長野と新幹線で結ぶ広域医療連携での医師確保、

医師の通勤助成を提案したいと思いますけども、その点はいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

新幹線の通勤助成については、医師確保の手段の１つとして効果的だと考えており、現在、交付

している医師確保対策事業補助金の計画や決算の状況を確認する中で、糸魚川総合病院と協議して

まいりたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

市長にご提案するんですけど、国が医師の新幹線通勤代を負担しても私はいいと思うんですよ。

これ国に提案してみたらどうでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

まず、私はそういう具体的なとこより、やはりこの地方の今、医師の少ない現状をもっともっと

訴えていかなくちゃいけない。そして、今また制度を変えることによってさらに偏在性が高まると

いうところをやはりしっかり届けてかなくちゃいけないと思っております。 

先般の姫川病院閉院のときも直接、直談判をしたこともありますので、そういったことをやりな

がら、また県内の市長会だとか北信越市長会だとかいろんなところでそういう発言をさせていただ

いて、制度に対して地方は医師不足がさらに助長してるということをしっかり伝えていった上での、

その中での施策としては、いろいろその地域に合った施策は考えていかなくちゃいけないと思うわ

けでありますが、そういったところも合わせながらやっていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

よろしくお願いいたします。 

次に、看護師が不足する状況について伺います。 

医師と同様、病院のハード面が整備されても看護師がいないことで必要な医療ができていないと

いうことはありませんか、いかがですか、 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

病院の正職員の看護師が不足していることは、お聞きしております。現在は非常勤やパートの看

護師の任用により基準を満たしておりますが、今後も正職員がふえるよう連携しながら看護師不足

の解消に努めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

糸魚川総合病院のヒアリングでは、ハイケア病床で看護師が不足。急性期を過ぎた回復期の患者

へのリハビリや在宅支援へと流れをつくる地域包括ケア病棟の運営で不足と。また、整形外科手術

対応においても看護師不足と聞いております。このことを市民に訴え、潜在看護師の掘り起こしや

看護師の育成を市民に強く意識してもらうことを行政がやらなければいけないんではないかと思い
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ますけども、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

慢性的な看護師不足について、市民への周知や有資格者の掘り起こしは必要であると考えており

ます。育成につきましては、糸魚川総合病院も再就職講習会の会場となっておりますので、より身

近な会場で受講ができますことから、市内の潜在看護職の方から積極的に受講していただけるよう

ＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

その点もよろしくお願いいたします。 

次に、救急搬送について、糸魚川で処置対応できない場合の市外への搬送連携は、改善されまし

たか伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

大滝消防長。 〔消防長 大滝正史君登壇〕 

○消防長（大滝正史君） 

お答えします。 

救急隊員が現場で症状を確認いたしまして、市内の医療機関に収容可能かそうでないかというこ

とを医師と話をさせていただく中で収容医療機関を選定しております。 

また、市内の医療機関に収容後、別の医療機関に搬送する、いわゆる転院搬送ですけれども、こ

れにつきましても収容医療機関の医師と転院搬送先の医師が連絡をとり、対応をしておりますので、

連携はとれているとそういうふうに認識をしております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

市外の搬送の例が多くて、命を落とす場合も多いということから市民から声が出てますよね。だ

から、改善ということをしていただきたい。その点を伺いたいんだけど、そういったことというの

は、話されてませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 
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大滝消防長。 〔消防長 大滝正史君登壇〕 

○消防長（大滝正史君） 

救急の広域搬送とか、今、言われる転院搬送とかということも含めまして、県内ではドクターヘ

リというものも１機整備されておりますし、また秋には、もう１機入るというようなこともありま

す。そういうことも含めまして近県との連携も含めて県内のドクターヘリというようなことも含め

て連携が図られていく、改善されていくものというふうに認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

新潟県と富山県、糸魚川市はどちらからも助けていただかなければいけませんよね。 

そこで、ドクターヘリが今、話出ましたけど、ドクターヘリについては新潟県よりも富山県にお

願いしたほうが助かる確率というのは高いんじゃないでしょうか。そういったことはいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

大滝消防長。 〔消防長 大滝正史君登壇〕 

○消防長（大滝正史君） 

議員言われるように、新潟から、また長岡から飛んでくるというよりも富山県のほうが近いです。

距離的にも時間的にも近いです。この連携につきましては、今後の課題だというふうに捉えており

ますし、当方も県のほうへその辺の連携を深めていただくような方向で要望させていただいている

ところでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

次に、子供の命を守る取り組みについて伺います。 

まず、このことが第２次糸魚川市総合計画にはないように思うんですが、この点について、子供

の命を軽く考えてるんじゃないですかね、伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 

お答えいたします。 

第２次総合計画の基本計画第１章では、主要事業の中に妊婦アシスト事業として妊産婦の健診が

あります。 

また、第２節のほうでは、病後児保育があるわけでありますけども、高校卒業まで拡大をいたし

ました子ども医療費の助成や、また予防接種事業がありません。この辺のところを入れる方向で今
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後、調整してまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

今、話が出ました。それで、毎年聞いてるんですけども、子ども医療費の入院助成、それから通

院助成、ひとり親家庭等の医療費の助成、各種予防接種助成などの子供の医療対応について、この

１年間で子供の予防医療で改善・拡大されたことがあれば伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 

お答えいたします。 

子ども医療費、入院助成及びひとり親家庭の助成につきましては、前年度と変更ございませんけ

れども、インフルエンザの接種費用の助成につきましては、昨年の１０月より対象年齢をゼロ歳か

ら１３歳未満までだったものを中学３年生と高校３年生及び妊婦までに拡大をいたしております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

それは、県内の他市と比較した場合によいのか、普通なのか、悪いのか、どの位置にあるんだか

伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 

お答えいたします。 

県内２０市の中での比較ということでございますけれども、子ども医療費の助成につきましては、

子供の人数にかかわらず入院・通院とも高校卒業まで対象にしたということで平成２６年９月から

実施しているわけですけども、県内でも当時は２番目でありました。現在、対象年齢を高校卒業ま

で拡大しているのは、２０市中７市でございます。そういう意味では、よいほうかなというふうに

考えておりますし、インフルエンザの予防接種につきましても２０市中１０市までが実施しており

まして、大半が１回１,０００円というとこでありますけども、糸魚川の場合は１,５００円までと

いうことに拡大しておりますので、及び妊婦もやっているのは、それぞれ１市ということでありま

すので、これについてもよいほうであるというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

ぜひそのレベルをキープしていただきたいと思います。 

それと子供の医療についての行政からの情報の出し方、救急夜間の対応への行政支援など、私毎

回、提言をしてきたんですけども、この１年間で改善されたことがあれば伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 

お答えいたします。 

議員おっしゃいますように市といたしまして、市民に対して救急医療体制を適正に利用していた

だくというためには、必要な情報をちゃんと啓発する必要があるというふうに思っております。そ

ういう意味で市のホームページのトップ画面左側にはバナーがあります。これについては、デザイ

ン等のご要望もありましたが、今のところは変更はしておりません。 

ただ、しかし現在も子育てお役立ちブックというのを、改訂版を今、出しております。これは、

子供さんが産まれたときに届け出、配付するものでありますけども、これもホームページからはダ

ウンロードできますし、今後は母子手帳とかそういう中でもそういうものをうたっていきたいとい

うふうに思っております。そういう意味で余り昨年とはかわりばえはしないわけでありますが、今

後、毎週１回出している安全・安心メール、こういうものにパパママにこにこメール配信中という

サイトがございます。こういうものも加入促進を図るとともに健診情報や子育て情報、またその中

に子供の医療情報も発信してまいりたいというふうに考えておりますし、今、こういうふうに名刺

サイズのものがございます。こういうものもいろいろ活用していろいろなところに配ったりしてま

いりたいというふうに思っております。そういう意味で的確な情報を大勢の方に配信するというこ

とが大事かなというふうに思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

これが役立っている情報かどうかの検証ですよね。やはり市民の方からその辺のご意見を聞いた

りして、きめ細やかにやっているかというところが大事だと思うんだけど、昨年と変わりませんと

いうことじゃなくて、必ずそこら辺は市民の意見を聞いて、双方向性の中で新しい形考えていただ

きたい。いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 
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お答えいたします。 

いろいろな場面を通じて妊婦の方、また健診に来られた折、そういうのを捉まえてなるべく多く

の方々から今ある情報のやり方でいいのか、また今後、いい方法があるか、そういうものの意見を

吸い上げて、また実際にやれるものはしっかりやってまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

よろしくお願いします。 

次に、医療・看護を志す子供たちの育成支援について伺います。 

地域で育った子供がさまざまな医療従事者になって、地域に帰って医療を担ってもらうことが医

療確保の切り札です。地元から医療・看護の従事者を出すことが行政の使命、ミッションとなって

いるんではないでしょうか。この点いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本こども教育課長。 〔教育委員会こども教育課長 山本 修君登壇〕 

○教育委員会こども教育課長（山本 修君） 

議員ご指摘のとおり地域の医療を支える上で、医療・看護に従事する人材を輩出するということ

は、重要なことと考えております。糸魚川高校の進路状況を見ますと、医療・看護の専門学校への

進学ですが、平成２６年度の卒業生のうち、医療・看護の専門学校へ進んだのが９名、２７年度が

２２名というふうにふえております。進路先として医療・看護の道を考えている生徒がふえている

状況にあるというふうに捉えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

地域の子供たちは本当に医療不足を心配してるんですよ。そのことがわかったのは、昨年、私が

青海中学校の授業、ポスターセッション、その例をこの議会の中でも挙げさせていただきましたけ

ども、医療・看護の道を進む子供たち、何とか伸ばしてあげたい、地域の力で。それには医療・看

護の道を志す子供たちのモチベーションを上げる取り組みとして、市内の中学生が医療機関の専門

家と意見交換する市民フォーラムの開催などどうでしょうかということも、昨年、提言をさせてい

ただきました。 

当時の教育長からは、キャリア教育として重要なことと思う。計画の中に組み入れられるかどう

か各学校と検討すると答弁をいただきました。その後、どうなりましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本こども教育課長。 〔教育委員会こども教育課長 山本 修君登壇〕 

○教育委員会こども教育課長（山本 修君） 
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青海中学校の市活性化計画の発表につきましては、毎年実施をしております。議員もそれに参加

をしていただいているというふうに聞いております。今年度は、この議場を使って行政、あるいは

議員の皆さん等に対して自分たちの意見を発表するというような計画を立案しているというふうに

聞いております。 

医療関係者との意見交換の市民フォーラムということの開催につきましては、今現在、まだ検討

を重ねている最中でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

フォーラムといっても一方的に話しするんじゃなくて、やっぱりこの糸魚川の地域医療の危機感

というものを共有するという目的でそういったものが必要なんじゃないでしょうか。ぜひ開催をし

ていただきたいと思います。糸魚川総合病院のほうからは、そういう機会、ぜひ設けてもらいたい

と言われてるんですよ。やっぱり医療の現場は、相当危機感持ってますよ、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本こども教育課長。 〔教育委員会こども教育課長 山本 修君登壇〕 

○教育委員会こども教育課長（山本 修君） 

１２月に県の高等学校教育課主催のキャリア教育フォーラムが、当市で開催されることになって

おります。その内容の１つとして、この医療・看護に志すことについてのテーマを主催者側のほう

に提案をしていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

提言になるかと思うんですけど、医療の人材を地元で育てないとどこからも来てくれない時代だ

という危機感を、まず行政が持たないと糸魚川の地域の医療はいずれ近いうちに崩壊すると。その

くらいの思いを市民みんなで共有する必要性を私はここで強く訴えたいと思います。こういったこ

とを地域医療フォーラムのテーマになると思うんですけど、そこまで考えていただきたい。いかが

ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

山本こども教育課長。 〔教育委員会こども教育課長 山本 修君登壇〕 

○教育委員会こども教育課長（山本 修君） 

市民みんなでその危機感を共有するということは大切なことかと思います。子供たちの進路先・

キャリアについて考えるときには、やはり周りの大人の意見というものは非常に大切になってきま

す。市民の皆さんと一緒にこの地域の医療について考えること、これについても今度、健康増進課

と連携して考えていきたいというふうに思っております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

答弁が前向きになってるんで、ぜひお願いしたいと思います。 

それで、糸魚川市の地域医療構想の策定についてという話をもう一度させていただきますけども、

これは今回の私の質問のまとめなんですが、人口減少問題、財政問題と今後の地域医療体制を考え

れば、限られた医療資源の活用には限界があります。今後、糸魚川では必要な医療確保が困難と予

想できます。市民からの不満の声への対応も心配です。 

そこで、今、私たちにできることは、糸魚川でできる医療をいかに継続するかを考えて、市独自

のビジョンとしてまとめて市民に示し、危機感を市民と共有することではないかと。それには糸魚

川市の地域医療構想というものを策定する必要があるんじゃないかと思うんですけど、市長いかが

ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

岩﨑市民部長。 〔市民部長 岩﨑良之君登壇〕 

○市民部長（岩﨑良之君） 

議員がおっしゃっているように糸魚川市の医療の危機的な状況については、やはり市民の皆様と

意識を共有する必要があると思います。そういう中では、糸魚川総合病院と連携する中で先ほどか

らお話に出ております総合診療医とか、今後も地域医療構想について上越圏域で今、計画を策定し

ておりまして、その中で病床について見直しを行っておりまして、そのような中で具体的にいろん

な中で構想を策定をしておりますし、そういう現状について市民の皆様にご理解いただくような機

会をつくっていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

それが行政の大きな役割だと思います。しっかりやっていただきたいと思います。 

加えて行政は、市内での出産やできる手術は、市内でできるように病院の利用を市民に訴えるこ

とも地域医療確保には必要なことであり、戦略的に行政がそのマネジメントもするべきじゃないか

なと私は考えます。その点はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

１人でも多くの市民の方から市内の医療機関を利用していただけるよう、また地元の総合病院で

出産するメリットなどの周知にも努めてまいります。地域医療を確保するためには、市民の皆様の
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理解や協力が必要であることを皆様に訴えてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

時間の関係上、地域医療と地域包括ケアの連動は、委員会のほうで伺っていきたいと思います。 

次のごみ処理への質問へと移ります。 

１回目の市長からの答弁では、公設民営方式のメリット、ＤＢＯ方式のメリットについての説明

がなかったんで、この２回目の質問の中でしっかりお答えいただきたいと思います。 

平成１４年に供用を開始したもののトラブル続きであった炭化炉方式のごみ焼却施設の修繕とご

み処理において、また平成１５年から基準値を超える有害物質を長年にわたり処理場に埋め立て続

けた、その適正化工事において、これまで多大な費用がかかり、市民に大きな迷惑をかけたことの

反省を今後のごみ処理施設の建設と運営に生かすべきだと思いますが、その点、米田市長に伺いた

いと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

そういった経験にのっとって、今ある焼却炉の建てかえについて、今、検討に入っていきたいと

いうことで、ストーカ方式にまとめていただき、今、進めている段階でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

では、詳細の質問なんですけど、まず一般廃棄物処理基本計画中間見直し資料で示された目標値

のうち、５年後の計画人口とごみ量についてどのように分析し、目標値を定められたのか、合わせ

て、その目標実現のための運営計画の考え方を伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

人口につきましては、国立社会保障人口問題研究所の人口推計に準拠いたしまして推計したもの

でございます。１日１人当たりのごみ排出量につきましては、２２年度より２６年度につきまして

は３０グラム減少いたしまして９８２グラムとなったものの、２８年度の中間目標値８９０グラム

の達成が困難なことから、２８年３月に策定されました県の資源循環型社会推進計画の目標値であ

る３２年度において２５年度比８％削減に準拠いたしまして、３１年度の１日１人当たりのごみ排
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出量を９２４グラムといたしたものでございます。この目標に向けまして、ごみの排出抑制や資源

化などについてさらなる推進を図ってまいりたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

推進を図りたいとするその計画の運営の主体は誰なのか。 

また、業務を委託する場合の責任はどこにあるのか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

ごみ処理施設の管理者につきましては、市長でございます。 

運営につきましては、次期ごみ処理施設につきましては、運営業務につきまして包括的に委託す

る運営事業者が主体になって行うこととなりますが、市のほうについては運転日報、運転記録など

で運営状況を確認いたしましてモニタリングをしていく予定でございます。 

また、業務を委託する場合の責任についても最終的に市にあるというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

計画の事業費の総額は幾らになるか。また、それを計画人口で負担することについて伺いたいん

です。糸魚川市の財政力指数を考えた場合にどうなっていくのか非常に心配です。その点、分析し

て計画してあるのか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

建設費につきましては、基本設計調査におきまして約６０億というふうに見込んでおります。財

源といたしまして国の交付金で１７億円、市債で３７億円、一般財源で６億円というふうに見込ん

でございます。 

なお、環境施設基金を２７年度末で約６億３,０００万円積み立てておりまして、総合計画の実

施計画にこの建設について位置づけて施設整備に取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

それでは、次に一般廃棄物最終処分場の適正化の事業報告について伺いたいと思います。 

これは、さきの市民厚生常任委員会で出された資料なんですけども、ここには市職員のエラーか

ら生じた有害物質の埋め立てと処理に多大な費用と時間をかけたことが何と記されているか。この

ような事態となった原因については、ごみ処理施設への過信から検査結果を怠ったことで判明がお

くれたものであり、市職員による認識不足からこのような事態となったと書いてあるんです。これ

間違いないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

この件については、５月２３日開催の市民厚生常任委員会で議員の皆様のほうからご指摘をいた

だいたところでございます。この皆様のご意見を反映して、事件の原因が後世に伝わるような修正

作業を現在いたしておりまして、２７日開催の委員会のほうへ再度、提出したいというふうなこと

で、今、作業を進めているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

課長が先にお答えいただいたんですけども、やはり問題だったと思いますよ。これ市民に大きな

迷惑をかけたという反省が感じられない文章ですよ。言葉過ぎるかもしれないけど、行政責任を隠

蔽している、そんな感じすらしますね。公の書類としてこれを到底認めるわけにはいかないと委員

会の中で申し上げまして、今、ご答弁のような形になったと思うんですけども、やはりこの事故・

事件の原因が後世に伝わるようにしっかり書きかえるべきです。過ちを繰り返さないというざんげ、

そういったものをもっと出すべきだと思いますよ。誰がこの原因をつくったのかという個人名を書

けというんじゃないんです。ただ、糸魚川市の責任をもっと明らかにすべきですよ。そういうふう

にしていただきたい。いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

今ほどの議員のご意見も踏まえまして修正作業を進めてまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 
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○１３番（田原 実君） 

よろしくお願いします。 

それで、この機会に伺いたい。適正化事業の事業費について総額で幾らになったのか。それにか

かわる職員人件費は、幾らだったかということですよね。直接の事業費だけじゃなくて、職員の皆

さんがたくさん動いたでしょ。そういう人件費入れて幾らになったか教えていただけますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

適正化工事業務委託、用地費等の直接な経費で１１億１,１９７万８,０００円、２０年度から

２７年度までの不燃物の運搬費等を、処理の関係で、運搬費等を含めて２億７,４３８万円、合計

で１３億７,６３５万８,０００円であります。適正化に係る人件費につきましては、５月２３日開

催の市民厚生常任委員会において他の議員さんのほうからご質問をいただいたところでありますけ

れども、公会計におきましては、人件費について個々の事業に区分して経理をしておりませんので

正確な額を算定することはできませんけども、今回、その指摘を受けて、事務事業評価の人件費算

定の手法というものがあるんですけども、その手法に準じて試算すると、人件費については約

５,０００万円というふうに思われます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

５,０００万円ぐらいなのかなという気もしますよね。たくさんの適正化事業が発注されました

よね。その契約に係るもの、それから地域の住民説明、物すごい職員の皆さんが動いたわけじゃな

いですか。そうですか５,０００万円ね。しかし、そういったことを示していただいたということ

は一歩前進かなと思います。 

それで、その始末がないままにごみ処理施設への過信と市職員による認識不足からこのような事

態となったという、それで済ませてしまおうというところが一番、私は心配をしております。反省

もしていただいたということだと思いますが、その証明を入れない限り、また同じことが起きるん

じゃないですかね。そこらあたりはどういうふうにお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

先ほどもご指摘いただきましたけども、市職員のヒューマンエラーから起こったことについて先

ほど報告書等の記録に残しまして、このことを教訓にいたしまして、このヒューマンエラーからの

再発について防止するとともに、管理体制の見直しを行うとともに、継続的に業務の改善や職員の

意識向上に取り組み、適正な施設管理のほうへ今後とも努めてまいりたいというふうに考えており
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ます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

では、これからのごみ処理について伺います。 

平成２４年から５年間のごみ処理施設の運営の状況について、その先のごみ処理施設の運営計画

と事業費について伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

現在のごみ処理施設の平成２４年度から２７年度までの４年間の運営費の１年当たりの平均です

けども、約４億９,０００万円でございます。次期ごみ処理施設の運営につきましては、運営部分

につきましては、長期包括契約というものを考えておりまして、運営費については焼却残渣の処理

費用などを含め、こちらのほうも基本設計の試算では１年間で約４億２,０００万円というふうに

見込んでおります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

多額な費用がかかっているということなんですね。それで、この前の総合計画の中でも古畑議員

のほうから話があったと思うんですが、日立製作所と糸魚川市のかかわりですよ。日立製作所に今

まで一体幾らぐらい払ってきましたか。もう一回、私、数字出していただきたい。建設、それから

改修、運転、管理といろいろあると思いますけども、担当課のほうで整理した数字があれば出して

いただきたいと。把握をしていらっしゃいますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

日立製作所のほうに払った額ということでございます。建設費のほうで２９億２,９５０万円、

あと維持関係費については、平成１４年度から２７年度までの合計ということでございますが、運

転管理で７億４,１７８万円、維持・補修で５億８,４７１万９,０００円、大規模改修で５億

４,９５４万円、合計で４８億５５３万９,０００円であります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

今、読み上げた数字以外で日立に払ってるものというのはないですか、確認させてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

今、言ったものが日立製作所のほうへ建設と管理運営に係る部分ということで支払った金額でご

ざいます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

日立製作所との契約の見直しがあると、今までの約２億５,０００万の支払いでやっていただい

たものが５億円になるので、平成２９年から３年間で総額約１５億円、消費税抜きの１５億円を日

立製作所には求められるままに契約して支払っていくというような話を、この前の常任委員会で聞

いたと思うんですよね。これ基本的にそういうことでいいのかなということで、今ここで伺いたい

んですけども、なぜかといえば糸魚川市民は日立製作所からこれまで迷惑をかけられてきたんじゃ

ないですか。にもかかわらず先方の求めるままに１年間５億円、都合３年間で１５億円払っていこ

うとしているという、ここら辺の考え方ですよね。この財源というのはどうなるか。それから市民

負担というのはどうなるか、そこらあたりをこの機会に伺いたいなと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

２９年度からの３年間の総額１５億円というものにつきましては、日立製作所からの提示された

概算経費ということでございまして、現在、日立製作所と金額の減額について交渉しているところ

でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

減額は当然必要なんですけど、交渉は必要なんだけど、行政のほうにはそれだけの知識と情報っ

てあるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

現在、日立製作所のほうからこの概算経費のより詳細な、どういうものをこの３年間で修繕しな

ければいけないかというようなものを出していただきまして、市のほうと日立製作所のほうで、あ

と過去の今までの経過、どの時期にどの部品を交換なり修繕してきたかという部分を含めまして、

今、詰めている最中というところでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

また、常任委員会で伺います。 

次期ごみ処理施設の整備計画について再質問しますけども、公設民営方式あるいはＤＢＯ方式と

することのメリットについて伺います。 

それから、事業発注でのメリット、管理運営でのメリット、市民にとってのメリットという、そ

の点にもできれば触れてご説明をいただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

ＤＢＯ方式の最大のメリットというところにつきましては、事業者につきましては、みずからが

運転管理を行うことを前提に施設の設計・建設を行うという方式であるため、施設の建設と運営を

合わせたトータルのコストを考えて建設しますので、そのトータルコストの縮減効果が大きくなる

というところにあります。 

それと管理運営でのメリットにつきましては、こちらのほうは長期包括契約と一緒になりますけ

ども、事業者のほうが運転管理実績に基づいた設備や用役の管理をみずからの判断でできますので、

施設全体の効率性が向上するということであると思います。 

そして、市民にとってのメリットということについては、施設の建設・運営に係るコスト全体が

縮減されるということで、ごみ処理施設に係る市民負担が軽減されるというところであるというふ

うに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

長期包括契約による運営委託した場合のメリット、もう少し伺いたい。 

２０年間の業務委託契約の中で管理運営を外部に任せることでメリットを出していこうというこ
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となんですけど、その仕組みをもう少し教えていただきたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

市長の答弁にもありましたように、長期包括契約となりますと２０年なら２０年という長期間に

わたって事業者としては事業の委託ができるというところで、私ら公設の場合ですと、やはり単年

度主義という部分があるんですけども、やはり２０年間という長期を見据えた中で用役の管理とか

設備の管理とそういう部分ができるということで、そういう中でトータルで２０年間見通した中で

やるということで短期的な部分で切るんじゃなくて長期でやるということでそういう部分でメリッ

トが出るというふうに言われております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

毎年毎年の契約というものを一括でやっていくということだから、そら職員の人件費もかからな

い、それから、先を見た運営ができるということだと思いますけども、ただ、外部委託のリスクと

いうものも私ここで訴えたいんですよ。職員によるエラーが大きな問題を引き起こしたということ

をきょうずっと言ってるんですけども、外部に全部委託した場合、市のほうの管理運営責任という

ものも合わせて大きいものになっていくと思います。それで、そこのところが一番のリスクになっ

ていかないのかなということですよね。委託業者に任せるということで、任せた後は知らないよと

いうことじゃないとは思うけど、そこら辺のダブルチェック体制とかどういうふうにお考えですか

ね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

ＤＢＯ方式なり長期包括契約におきましては、市と事業者の事業範囲とリスク分担をしっかり定

めまして、また市職員のほうが運転管理記録の確認や事業者との定例会議などを実施して情報共有

を行いながら、市職員も取得している廃棄物処理施設の技術管理者としての知識を生かして事業者

とのダブルチェックということを行ってまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

それを進めるためには、今後、公共施設の計画、建設、管理運営におけるファシリティマネジメ
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ントが重要だと私は考えます。ファシリティマネジメントはご存じですよね。今、市職員にこそ、

このファシリティマネジメントのスキルというものが求められていると思います。意識改革をして

いただきたい、そのあたり行政の認識を伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

ファシリティマネジメントについては、業務用不動産を全ての経営にとって最適な状況で保有し、

運営し、維持するための総合的な管理手法ということでお聞きをいたしておるところでございます

が、職員一人一人がその意識を持って施設の適正な管理を行いまして、また、ごみ処理施設の維持

管理におきますスキルアップの研修を受けるなどして適正管理に今後も努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

次期最終処分場の整備については、常任委員会の中で伺っていきます。 

では、権現荘問題について２回目の質問に移ります。 

支配人による放漫経営と、それを見逃してきた行政の甘いチェック体制、そこに生じた経営赤字

を市民の税金で補てんしてきたことは、大きな問題です。その反省と改善が権現荘経営計画の見直

しに示されるかと期待しましたが、１７日の一般質問の答弁では、原能生事務所長が勝手に考えて

書いたものだという。議会をだますためのものだったのじゃないかという、そんな気さえしてきま

す。私には、能生事務所が反省し、改善をする気があるようには感じられず、不信感は増すばかり

です。行政としての責任を果たしていますか。本気で経営改善をする気はあるのでしょうか。まず、

この点を米田市長に伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

やはり我々は、そういった赤字体質に陥っている部分について、何とか黒字に持っていきたいと

いう形で進めてまいったわけであります。しかしながら、いろいろ当然、内部の責任、内部の形態

の中にもあったかもしれませんし、外部要因もあるわけであります。そういう中で進めていく中に

おいて、ようやく今、黒字になり始めてきたわけでございますので、そういったことをやはり我々

提案いただいた中でもって取り組んできたわけであります。 

そういうことで、全て誰々の、１人の責任ということでは、私はないと思っているわけでありま

すが、今そういった形で取り組ませていただいて、いろんな提言をいただく中で取り組ませていた
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だいてるわけであります。そして、２年間のリニューアル終わった後には、２年間の経営をしっか

り見た中で指定管理に持っていきたいということで進めさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

続けて伺います。 

平成２８年度柵口温泉権現荘経営計画を見れば、これまで採算を無視して赤字の原因となった高

い食材をこれからも仕入れ続ける、その理由について伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

今、２８年度の権現荘の経営計画ということで５月の２５日に総務文教常任委員会に出した資料

を手元に持ってきましたけれども、食材について地元のものを使いたいであるとかそういうものは

書いてありますけれども、高いものを使いたいというような表現はないと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

答弁の中には、そういうことがあったんですよね。高い食材を買い続ける背景には、市外の仕入

れ業者と小林支配人の癒着、深い関係があるんじゃないでしょうかね。小林支配人本人は、天地神

明に誓って、それはないと否定しましたが、現に多額の取引があるじゃないですか。それでも支配

人と業者に癒着がないと言えますか。事務所長どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

原能生事務所長。 〔能生事務所長 原 郁夫君登壇〕 

○能生事務所長（原 郁夫君） 

取引している金額、実績高と癒着という言葉がイコールになるかどうかは、また別問題だろうと

思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

食材原価率と売り上げのバランスがおかしいんですよ。一度ちゃんと伝票を突き合わせて確認を

させていただきたい。これを内部監査に任せるんじゃなくて、議会として再調査をすることを私は

要求したいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

これまでも３月議会の予算審査の中、あるいは総務文教常任委員会の中でもお話し申し上げてき

ましたように、まずは内部監査でその辺の事情を周知、それから経理の状況について内部監査をし、

またその状況を指定管理者選定委員会、これは外部の委員の皆さんによる委員会でございますが、

そちらのほうにその状況を報告し、検証いただく。また、宿泊施設の経営の専門家によります経営

分析等も実施する予定であります。そういう中において今、田原議員がおっしゃるようなところも

点検してまいりたいと思っております。単純に取引高とかそういうものをもって癒着という言葉を

公に使われておりますけれども、そのような状況は何か深い根拠があれば私どももさらに調査を進

めていく必要があると思っておりますが、現時点においては内部監査の調査を現在、進めており、

まとめている状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

田原議員。 

○１３番（田原 実君） 

支配人をかばって、これまでの経営のまずさを隠蔽するような資料を作成する、行政のそういっ

た言動には、私、不信感しかありません。おかしいですよ。 

一般質問を終わります。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、田原議員の質問が終わりました。 

次に、伊藤文博議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 〔１２番 伊藤文博君登壇〕 

○１２番（伊藤文博君） 

清政クラブの伊藤文博です。 

本日は、我々清政クラブが２月に行った政務活動、先進地視察の結果に基づいて、２０年後、

３０年後を見据えた心と体の健康づくりについてと、若者が集うまちづくり、定住促進事業につい

ての２点について質問いたします。 

この２点については、松本市と伊那市の視察後に担当課との勉強会も開いていますので、きょう

の一般質問では、両市の取り組みを紹介しながら糸魚川市の課題を明らかにしていきたいと思って

います。今後の取り組みとして一歩踏み込んだ姿勢を感じられる答弁を期待しています。 

１、２０年後、３０年後を見据えた心と体の健康づくりについて。 

合併当初から「健康づくり」の重要性は、市長自らが唱えてきたところであります。当時から見

ると、健康運動教室の充実、はぴねすの新設と運営、幼少年に対しては早ね早起きおいしい朝ごは

ん、じゃれつき遊びやキッズキッチンに代表される食育の推進など、積極的に施策が推進されてき
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一方、課題も明確になってきています。中高年男性の運動習慣の不足のように現在の健康づくり

の施策に乗り切れない人たちの生活習慣をどのように改善していくかなどに代表される課題への対

応が重要となっています。 

次の点について伺います。 

(1) 要介護・寝たきりの人をどう少なくしていくか。 

(2) 孤立した市民が少ない地域社会をどうつくるか。 

(3) 活動的な生活を送る市民をどうふやしていくか。 

２、若者が集うまちづくり、定住促進事業について。 

地方創生が国策となり、それぞれの自治体が定住人口の拡大に工夫を凝らす、地域間競争が激し

い状況になっています。 

少子高齢化の進行と人口減少の現状下で、住民サービスの向上により、住み慣れた地域で安心し

て暮らせる社会の実現が求められています。 

地域経済は経済成長率の低下に伴い縮小傾向にあり、有効求人倍率はやや持ち直しの気配はある

ものの厳しい状況が続いています。 

そのような中、防災意識の高まり、高度情報化、産業構造の変化、過疎化の進行とコミュニティ

機能の脆弱化、財政状況の悪化などに対応した安心安全の住みたいと思えるまちづくりが求められ

ています。 

次の点について伺います。 

(1) 地域の魅力アップをどう図るのか。 

(2) 他市町村と差別化を図った独自の支援策を講ずる必要があるが、どのように考え実行して

いくのか。 

(3) 速効性のある施策も必要だが、広い視野で将来を見据えた戦略的な取り組みが必要となる

が、どのように検討し実行していくのか。 

(4) 移住者を受け入れ住み続けていただくためには、自己実現だけではなく、ここでの暮らし

への順応性も求められます。どのようにきめ細かな受け入れ体制を実現していくのか。 

(5) 移住希望者の不安の払拭と、糸魚川市の優れたアピールポイントを生活のあらゆる場面を

通じてイメージできるような、視認性と即時性に富んだ効果的な情報発信が求められるが、

どのように対応するか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、生涯自立し、元気に過ごすため子供のころから健康な食生活や

運動習慣の定着など健康増進に努め持続することが重要であります。今後、ライフステージに応じ

た事業を展開していきたいと考えております。 
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２点目につきましては、孤立した市民をできる限り減少させるため社会的なつながりや地域社会

のきずなを充実させ、活発な生涯学習活動の推進に努めてまいります。 

３点目につきましては、若いうちから生きがいや趣味などを通じて仲間づくりを推進し、高齢に

なっても社会参加の機会や活躍の場が提供できる地域づくりが重要と考えています。 

２番目の１点目につきましては、市内にたくさんある地域資源を掘り起こし、磨きをかけ、住民

がいきいきと活躍する魅力ある地域づくりを行い、移住・定住先として選ばれるよう魅力アップを

進めてまいります。 

２点目につきましては、市内各地域の特色を生かし、地域として必要な人材を確保するためター

ゲットを絞るなど、特色ある移住・定住策に取り組んでまいります。 

３点目につきましては、市民や地域の各種団体と連携を図り、ＮＰＯなどの中間支援組織を育成

しながら移住・定住が持続的、戦略的に進めていける仕組みづくりを検討してまいります。 

４点目、５点目につきましては、現在の移住者からアドバイザーになっていただき、募集から移

住した後まで、経験も踏まえながらの相談や地域とのかけ橋といたしまして、移住者の気持ちがわ

かる相談体制にしております。 

また、移住後、トラブルにならないように地域のルールなどの情報も移住ガイドブックにまとめ、

移住希望者に配付いたしております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もございますのでよろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

健康づくりの最初の質問の３つの項目は、松本市で健康な地域の具体的な姿として示された３点

であります。この姿を実現するための健康施策という観点で再質問をしていきますので、よろしく

お願いいたします。 

松本市では、松本ヘルスバレー構想という取り組みで健康寿命延伸都市を宣言し、上記の３つの

課題に取り組んでいます。松本ヘルスバレー構想は、グランドデザインであります。それを実現す

るための方策として、それぞれの施策が講じられています。早くから健康づくりに取り組んできた

積み重ねの結果、松本ヘルスバレー構想に行きつき、グランドデザインを示すことができたのでは

ないかと思っています。 

一方、健康いといがわ２１を読みますと、そのグランドデザインと印象づけられる部分が見受け

られないんですね。これをどのように考えますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

糸魚川市におきましては、健康いといがわ２１第２次を昨年度策定いたしまして、グランドデザ
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インとは言えないかもしれませんが、全体の構想として健康寿命の延伸を基本方針に、連携、協働

をキーワードにした地域社会が連携して行う健康づくりを目指し、重点推進項目の設定及び分野別

の目標を定めて推進することとしております。健康づくりにつきましては、担当部署だけではでき

ませんので、庁内の関係部署皆一緒になって取り組みをしたいと考えております。 

いただきました資料の松本市は、信州大学や松本大学と連携しながら企業が市民ニーズに対応し

た研究・開発をし、それを市民が使って情報データを、協力しまして行政が健康づくり、健康投資

の推進や企業誘致、雇用の創出を推進するという、３者が共通の価値を目指した取り組みをしてお

ります。健康づくりを産業面で支えるという、まさに戦略的な方法をとっております。当市におい

て松本市のような取り組みをするには、資源の問題などで難しいところはございますが、市民の健

康寿命の延伸という目標は同じですので、先進的に取り組んでいる事業を参考にしながら取り組み

を進めることから実施したいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

勉強会をして、最初から全部手のうちさらしてますので質問はしにくいとこもあるんですけど、

大分もう先までお答えいただいたような形ですが、きょうは最初に言ったように勉強会も開いて、

そして先進市のよい事例をお互いに勉強したわけですから、糸魚川市のこれからの課題を見つけて

いきたいところであります。今の課長の答弁もそういう方向だったと思います。 

健康いといがわ２１には、食育推進計画が包括されましたね。４ページにコンパクトにまとめら

れました。キッズ・キッチンに係る記述が見当たらない。どこまで書くかという問題が常にあるん

ですが、もとの食育推進計画には、具体的取り組みの中の幼稚園・保育園における食育の推進、食

育体験活動の充実というところに親子食育活動（キッズ・キッチンの実施）が明記されていました。

その推進計画が策定された平成２１年当時よりキッズ・キッチン、ジュニア・キッチンは、糸魚川

市の目玉政策の１つに成長していると言っていいんじゃないかと思います。庁内連携も先ほど十分

に行ってということでしたが、それを行ってこの計画を策定したのであるとすれば、掲載されてい

てしかるべきではないかなというふうに考えるんです。私いつも言うように総合計画であっても、

随時、改訂版を出していくようなフレキシブルな対応が必要だということが言えるわけですが、そ

ういうことも含めて、今後、考えていくべきではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

キッズ・キッチンやジュニア・キッチンは、調理体験を学び食育を推進する上では、非常に効果

のある事業です。園や学校と連携して推進しておりまして、学校や園からも要望がふえてきており

ます。今回の第２次健康いといがわ２１の本文には、確かに具体的な事業についての記載ではなく、
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各種健康教室ですとか、園・学校との連携という形で表現しております。健康いといがわ２１の資

料編のライフステージ一覧には、各事業名を明記するスタイルをとっておりまして、そこにはキッ

ズ・キッチンやジュニア・キッチンを記載しておりますが、また関連計画の第３次親子保健計画の

中では、具体的な取り組みで記載しております。今後は、関連計画との整合性を見ながらご提言の

内容については、改定のときに参考にいたします。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

これ非常に大事な冊子だと思うんですよ。その中にやはりわかりやすく特徴的な取り組みを具体

的に書き入れて、全ては書けないですよ、だけどやっぱりそれ大事なことじゃないですかね。 

先日、ちょっと蒸し返して悪いですが、総合計画のときに実質公債費比率の３年平均て書かんで

もいいなんて話もありましたけど、やはりわかりやすい記述をしていくということが非常に大事な

ことだというふうに思うんです。これは誰向けにつくっているのかと。行政マンが見るためにつく

っているんであれば専門用語だけ羅列しとけばいいと思うんです。そうではないでしょ。やっぱり

地域社会と親や子供たちと一緒になってやってく話だし、高齢者も含めてです。そういう面でつく

り込み方というのをやっぱりもう一工夫しなければいけない。確かに総務文教常任委員会でもこの

話はありました。ただ、その後、松本へ行ってきてみて、やはりその辺が非常に課題であるなと考

えてるんですが、全体的にいかがでしょうか。本音で答えてもらいたいですね。余り形式的な答え

は望みませんのでお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

先ほど資料編に事業名を一覧でということで具体的な事業名が載ってるわけなんですが、議員お

っしゃるとおり、確かに本文の中にそういった事業名がないと一般の方が見てもわかりづらいとい

うことがございますので、わかりやすい形にしてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

次の定住・移住とも関連してきますけど、糸魚川市がどういう施策で市民のためのよい方策を講

じてるのかということをアピールするための大事な資料だと思います。健康いといがわ２１読んで

ると、糸魚川市の施策は国民健康保険加入者のみを視野に入れてるんじゃないかなというふうに感

じるんですよ。例えば、ちょっと名前出して悪いんですけど教育委員会事務局は、ゼロ歳から
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１８歳と言いながら中学校までの限定した考え方をする癖がついてる。習慣的になってる。それと

同じように健康増進課は、保険者として国民健康保険加入者のみを対象に考えがちな気がする。全

部そうだというふうに断定する気はないですよ。だけど傾向としてそういう傾向があると思うんで

すが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

確かに特定健診のデータとか保険者であります、そういった健診のデータを用いて検討はしてお

りますが、例えばがん検診とか、あといろんなほかの検診、健康相談、健康教育は、全ての市民の

方を対象にしております。今回の健康いといがわ２１の大きなところでありますのは、やはり連携

をしながら進めるということが大きな事業の目玉になっておりまして、特に若い方の健康づくりが

重要だというあたりでは、ぜひ職域と連携しながら取り組みをしたいと考えております。職域とな

りますと保険者も、もちろん国民健康保険じゃない方のほうが多いわけですので、そういった方た

ちも対象にぜひとも進めていきたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

考え方として、当然それがなければならないですが、施策としてそれが行われていくかというこ

とが今度大事になってくわけですよね。国民健康保険加入者以外どうでもいいんかと言われりゃ、

絶対いいとは言いませんよ。だけど実際には、先ほど言ったように保険者としての考え方に左右さ

れている部分が多い。 

松本市の政策では、企業との関連を大きく２つ考えてるんですね。１つ目は、健康産業への企業

参入。２つ目は、健康経営としての企業での健康づくり。これを松本市が、先ほど課長が答弁され

たように企業と連携して進めているわけです。社会保険や企業の保険に加入する人たちも、その人

たちに対する働きかけも十分に行われているということなんです。この辺は、松本市の例はもうご

存じでしょうから糸魚川市と比較して、糸魚川市の課題をどう捉えますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

議員おっしゃるとおり、企業との連携というのは非常に重要だと考えております。今年度につき

ましても新たにピロリ菌の検査というのを開始したんですけれども、これもやはり多くの方に受診

していただくためには、企業の健診と一緒に同時実施しないと受けていただけないということで、
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商工会議所、商工会を通しまして企業の皆様に通知を差し上げまして、職場健診と同時で実施でき

るような形で取り組みをしております。 

また、市の健診を職場の健診とセットで実施できるように健診機関とも連携を図りながら進めて

おります。 

また、健康情報の提供ということで、今年度、元気いきいき健康企業ということで、これは当初

よりメンタルヘルスの関係では、企業にはお願いしていたんですけれども、生活習慣病予防という

ことで今年度から新たに企業に出向いて健康情報、健康教育、健康相談を含めて実施したいと考え

ております。企業との連携は、若いときからの健康づくりに非常に有効だと考えておりますし、ま

た、企業におかれましては、健康経営という考え方についても非常に重要なことと考えております

ので、今後、かかわりを持つ中でそのあたりも企業と一緒に実践につなげていきたいと考えており

ます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

それでは、松本ヘルスバレー構想というところに入ります。 

平成２０年６月、健康寿命延伸都市構想を表明、地域としての産業ビジョンの策定をしておりま

す。松本市長は、長生きしても生活の質が低ければ幸せではないと言ってます。２３年４月、松本

地域健康産業推進協議会を設置、その１１月には第１回の世界健康首都会議というのを松本市で開

いております。その３年後、２６年１０月には、その松本地域健康産業推進協議会が松本ヘルスラ

ボを設立。新たなヘルスケアビジネスの実証の場として、また健康意識の醸成とテストヘッドによ

る実用化検証を行っている。２７年の３月には、松本市健康経営研究会、今の企業とのつながりで

すね、これを設立し、中小企業従業員の健康意識の醸成と新しい需要の創出ということで取り組ん

でいます。 

松本市の健康の取り組みは、日本経済新聞では「街を歩けば健康に当たる」というふうに表現を

されているぐらいであります。松本市のヘルスバレー構想では、共通価値の創造を目指し、社会的

問題の解決と経済的利益に分けて、課題を明らかにして健康で活力のある市民が自立して暮らすこ

とと、健康産業の振興を両立させるとともに、さらに健康医療にかかわる人をふやす。健康医療に

かかわる情報や投資機会をふやす。地域経済に好循環を創出して、総合的なまちづくりを目指して

います。企業、市民、行政の共通価値の創造ということですが、非常に大きな取り組みだと思いま

すが、糸魚川市の課題がここから見えてくると思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

岩﨑市民部長。 〔市民部長 岩﨑良之君登壇〕 

○市民部長（岩﨑良之君） 

糸魚川市の今回の新しい健康計画の取り組みの中でも連携が重視しておりますが、松本市のほう

では、企業等も含んだ中で、また大きいスタンスでの連携が既に実践されているという中で、糸魚
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川市につきましては、企業連携につきましては、これからより強化していくような形ですので、そ

の辺につきましては、今後、そういうのを参考にしながら進めていかなきゃいけないかと思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今の現状がいいとか悪いとかそういう話は抜きにして、課題を見つけていきたいという話ですの

で、その姿勢でいきたいと思います。 

松本ヘルスバレー構想の成立要件、活性化要件として地域リーダーの明確なビジョン、市長の強

いリーダーシップというのを挙げています。糸魚川市で市長が早くから健康づくりの重要性を主張

してきていますが、市長が思い描いている健康づくりが達成できているかという状況の中で、そう

いうことを判断基準として、今、これから先の課題というものをどう捉えているでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私といたしましては、本当にまだ道半ばなんていうものじゃなくて、なかなかスタートできない

もどかしさを感じている部分もございます。もっともっとやはり高齢化が進むということは、非常

に健康寿命の中で長生きしていただきたいわけでありますので、そういったところにつながってい

けるように持っていきたいと考えておるんですが、なかなかその辺はやはり今、松本、その先進地

をお聞きする中で、そういったものの情報を早く収集しながら自分の糸魚川市にもいいものは取り

込んでいきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

松本市の市長さん、お医者さんなんですね。だから、その点やっぱり専門家というとこがありま

すが、いいものは取り入れていただくという方向でお願いします。市長の思い描いている姿になっ

てないとすれば、市長の主張がもっと弱いのか、もしくは部下が動かないのかどっちかということ

ですので、また、同じく成立要件、活性化要因として、地域独自の資源、これは豊富な医療資源と

健康意識の高い市民というのを挙げてるんですよね。この点では、糸魚川市の現状と課題、どう捉

えていますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

岩﨑市民部長。 〔市民部長 岩﨑良之君登壇〕 

○市民部長（岩﨑良之君） 
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これにつきましては、特に市民の健康意識、医療への意識につきましては、先ほど田原議員の質

問にもございましたように、やはり共有面というのがまだこれから、弱いのかなと思っております。

やはり健康に対する関心意識を高めていくことが必要だというふうに考えております。 

医療資源につきましては、松本市につきましては、松本大学に医学部があるということで医師数

等が長野県の中でも高いとこがございますし、それにつきましては、糸魚川市につきましては、医

療資源については大変厳しい現状がございますが、逆に違うような自然環境などほかにまた糸魚川

にいい面もあると思いますので、それらを生かしながら取り組む必要があるというふうに考えてい

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今の答弁は、豊富な医療資源、健康意識ともに課題があるということですね。課題をしっかり捉

えて計画を練り直していく必要があるということであります。 

同じく成立要件、活性化要因として、これちょっと議長に叱られるかもしれない、片仮名なんで

すけど、ユーザーオリエンテッドイノベーションの場といって、これは松本ヘルスラボの存在を挙

げています。ユーザーオリエンテッドイノベーションて辞書とかで引いても余り出てこないんです

けど、ユーザー嗜好の新製品の開発や新市場、新資源の開拓ということみたいですね。糸魚川市の

健康づくりで、こんなような場があるかということですよ。ユーザー嗜好の新製品というのは健康

にかかわるですよ、新製品の開発や新市場、新資源の開拓というところが、そういう場があるかど

うか。ないとしたらどうするかですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

松本市のように企業と連携して市民の皆様のデータ化する資源、そういったものは糸魚川市には

ちょっとないと、今、考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

今、ないですよね。今後、どういうふうに検討していくかというところですね。課題は、ない。

ないのは現状ですから、課題と対応どうしますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 
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○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

市内にあります企業ですとか、あるいは産業の皆様に働きかけをしまして、また市からもそうい

った形で何か提言をしたいと思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

続きのようなことになるんですが、同じく成立要件、活性化要因として、革新的な企業群と言っ

てるんですね。これはエプソンなどの企業を挙げているんですけど、これ市内企業だけじゃないん

ですね。全国的な企業も合わせて協力体制をとっていくということなんですが、企業との連携をし

っかりと考えていかなければいけないということになると思います。これは先ほど答弁いただいた

ので、次、行きます。 

同じく成立要件、活性化要因として産学官及び関係機関の実践的な結合として、松本地域健康産

業推進協議会、信州大学医学部中心のさまざまな支援機関、それから医師会、歯科医師会、薬剤師

会の３つで三師会と言うんだそうですけど、三師会の協力体制を挙げています。糸魚川市の現状と

課題はいかがか。要するに関連機関の実践的な結合という意味ですね、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

岩﨑市民部長。 〔市民部長 岩﨑良之君登壇〕 

○市民部長（岩﨑良之君） 

糸魚川市内につきましては、当然、医師会、糸魚川総合病院等の連携はとっておりますし、あと

大学関係につきましては、新潟大学、富山大学、県立看護大学等の連携はとっておりますが、やは

り弱いのは、今、産の部分だと思って、企業との連携が課題だと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

課題を見つけることをきょうのテーマとしてますが、課題を見つけたら対応してくださいね。こ

こで言ってもらって、それで終わりじゃ困るんで。 

次に、同じく松本ヘルスバレー構想の活性化を促す４つの要因として、市民、企業、行政、関連

機関の学習機会の存在というのを挙げてるんですね。市民、企業、行政、関連機関が一緒になって

学習していく機会、糸魚川市でどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 
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お答えいたします。 

今、糸魚川市内では、非常に高血圧の有所見者が高いということがございまして、保健所を中心

に糸魚川市も入りまして企業の方、あるいは市民の方も交えまして血圧を下げるための対策という

のを考えております。 

また、こういったものを広げていきたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

例えば介護の現場だとご本人、それから介護施設の方、そして行政側の人間、なかなか意識が共

有できない。やっぱりそういう勉強会の機会というのは非常に重要であるという話を総合計画にち

ょっとさせてもらいましたけど、やっぱり健康づくりも一緒だと思うんですよね。今、言うような

協力した取り組みというのと学習の場というのは、またちょっと違うと思うんです、学習機会とい

うのは。やはり視点をちょっと改めて対応してもらいたいと思います。 

同じく活性化を促す要因の２点目として、市民との共創、共同してつくるという共創によるイノ

ベーション推進として、松本地域健康産業推進協議会の分科会や松本ヘルスラボのワークショップ

による実証化検証、実用化検証。要するに企業が考えたいろいろな健康商品を実際に使えるかどう

か、使いやすいかどうかというようなことをやっていくという、これも当然これからの検討課題だ

と思います。 

それから、３点目に行きます。 

場と、さっき挙げた場ですね。場とネットワークの重層的な構造として、協議会プラットホーム、

松本ヘルスラボ、世界健康首都会議等は、情報交流の場である。そういう機会がたくさんあるとい

うことですね。 

それから、これはちょっと難しい言葉ですが、暗黙知による革新と生産性向上をもたらす場であ

るとしています。これちょっと哲学的な言葉なんですけど、よくまあ市の施策でこんな言葉使った

なと思うんですけど、暗黙知とは簡単に言うと暗黙に知ることということですね。知識の前段とし

て認識するというような意味のようですから、それによって革新と生産性向上をもたらす場である

というふうに言ってるんですね。非常に分析をしながら、そして、施策を講じているという姿が見

えます。 

活性化を促す要件の４点目として、地域の主体的な戦略として、地域が産業を育てるという認識

で、まさにボトムアップ型の地域活性化策をしている。このことが結果として、ここがすごいんで

すけど、経済産業省の健康寿命延伸産業創出推進事業を生むきっかけとなった。松本市がきっかけ

となって経済産業省の政策を生むことになる、事業を生むことになった。地方から国の政策に影響

を与え、従来のトップダウン方式とは逆に、地方からの政策発信につながったとしています。まさ

に地方が先進的な取り組みをして国を動かしたというんですが、糸魚川でも先進事例をもっと積極

的に研究しながら、また革新的なところに入っていくというステップを踏んでいかなきゃいけない

というふうに思いますが、いかがでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

まさしく今、議員ご指摘のように先進的な事例を取り込みながらもそれがなかなか発信できない

部分で、糸魚川だけでとどまってる部分もあったりもするし、また逆に発展性もとどまっておる部

分もあるのかなというのを感じております。我々はやはり先んじて取り組んだり、またいい事例で

あったらやはりそれも広めていくような形をつくっていきたいと思いますし、またさらにそれをス

テップアップしていくことも大事だと捉えています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

あと伊那市での定住促進のときに話出てくるんですけど、伊那市は職員のワーキングチームつく

って先進事例調べさせて、施策提案させてるんですけど、ほかでやってるのはだめというんですよ。

だから、調べるに調べつくして、それ以上のことを提案しなさいという取り組みしてるんですね。

調べるだけでも大変だと思います。日常的にやはりやってるつもりでもなかなかわからない。我々

が調べて外行ってくると、大概、知ってる例は少ないというのが現状ですから。これは相当、覚悟

した取り組みが必要だと思いますね。 

具体的な事例１つだけ挙げますが、企業が参入した例としてローソンの取り組みがあります。こ

れはマチの健康ステーションという取り組みで、産学官の連携による生活のあらゆる場が健康に結

びついているという状況がうかがえるんです。さっきの孤立する人をなくしていくというとこです。

ローソンでテントを張って、健康サービスするんですね。いろんな健康な情報の提供、計測をした

りいろんなことをするということですので、また参考にしてもらえばと思います。 

次、松本地域健康産業推進協議会が設立したという松本ヘルスラボ構想です。 

これはざくっと言うと、年会費を払って会員となった市民に体力測定や血液検査など健康増進の

ためのサービスを提供して、その健康情報をデータベース化して市民に還元します。それを今度ま

た、健康に役立つ新商品開発を進める企業に対しては、市民会員の聞き取りや会員による試作品検

証などの場を提供する。 

また、健康情報の提供も個人が特定できないような形で提供していくというようなことをやって

いる。松本ヘルスラボ構想。ラボというのは、研究室とか実験室とか政策室とかという意味ですよ

ね。だから、壮大な実証実験をやってるということですよ、松本市全体で健康にかかわる。これは

リビングラボ機能、テストフィールド機能、市民の健康という分野というような３つのものが相互

に関係しながらぐるぐる回っているということなんですね。ぜひこのところに行くには、やっぱり

それなりの段階を踏んでここへ来たと思うんですけど、ここで今、細かい説明をしてると、とても

時間がないので、勉強してもらってると思いますから、ヘルスラボ構想についてどう思いますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

岩﨑市民部長。 〔市民部長 岩﨑良之君登壇〕 

○市民部長（岩﨑良之君） 

先ほどからご指摘ありますように産官学がやはり連携がとれたすばらしい例だと思っております。

その中には、やはり市民の皆様と関係者の健康への意識の、やっぱり高い意識を持つ必要があると

思いますので、そのようなことから取り組まなきゃいけないのかなと思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

それぞれの機能について、ちょっと説明したいと思ったんですけど時間ないので、市民の健康の

高まりにより松本ヘルスラボへの参加者が増加している。それによって企業のマーケティングにさ

らに多様性が生まれ、開発される製品サービスがよりよいものになって、その製品サービスを市民

が購入・利用することで、さらに健康寿命延伸につながるという好循環をつくり出しているんだそ

うです。ぜひしっかりと勉強して、取り入れられるところをしっかりと取り入れていってもらいた

いと思います。 

でも、部分的なものをつまんでもだめだと思います。もっと大きな思想を勉強しないとだめです

ね。 

先ほど課長の答弁にありました健康寿命の延伸という考え方について、糸魚川市がどのように捉

えて市民に発信し、考え方を定着させようとしているか。さっきの一番最初のとこですね。高い健

康意識にどうつなげていくかというところなんですが、現状を見てどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

今後、さらなる高齢化が予測されておりますので、生活習慣病の予防とともに心身機能の維持・

向上の取り組み、住みなれた地域で暮らし続けられるということが一番重要なことと考えておりま

す。そのためには一次予防、二次予防、三次予防、健康の、その３つ予防をしっかり市のほうでも

市民の方に周知をして取り組んでいただき、また介護予防の観点では、どんな事業においても介護

予防、生活習慣病予防ということの意識を持って職員も取り組んでいかなければいけないかなと考

えております。これからは、やはり健康づくり、介護予防、そして社会とのつながり、生きがい対

策が非常に大事なことかと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 
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予防医療について一次予防、二次予防をちょっと聞こうかなと思ったんですけど、今、答えてく

れたんで、そこ飛ばします。 

最後ですが、糸魚川市は高血圧の予防に力点を置いた活動をしていて、５月号の広報いといがわ

でも１ページ割いていますよね。松本市では、これは口頭での説明だったんですが、糖尿病の予防

に力を入れている。これは人工透析受けるようになると、お一人で５００万、年間かかるんだそう

ですね。非常に糖尿病というのは、余病を併発するということで、健康上も問題があるということ

で、糖尿病の予防に相当、力を入れているということだったんですが、糸魚川市ではここのところ

をもう少しきっちりアピールして取り組んでいくつもりはないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

横澤健康増進課長。 〔健康増進課長 横澤幸子君登壇〕 

○健康増進課長（横澤幸子君） 

お答えいたします。 

高血圧については、一般の会社でお勤めの方につきましても協会健保の結果を見ても非常に血圧

の占める割合が高いということ、また高齢者も血圧の占める割合が高いということで、糸魚川市で

は重点項目の中に高血圧予防を入れておりますけれども、確かに糖尿病から来る慢性腎不全という

方も結構いらっしゃいまして、人工透析になる方の一番多い原因がやはり糖尿病でございます。で

すので、糖尿病予防につきましても引き続き力を入れてまいりたいと思いますし、ことしから健診

の中に慢性腎不全がどの程度進行しているかという目安になるものも取り入れておりまして、昨年

も教室を開催させていただいたんですが、特にそういった慢性腎不全になる傾向の方には、より重

点的に取り組みをしてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

糖尿病に対して何にもやってないとは思ってないんですよ。だけど、もう少し市民に対するアピ

ールの中に糖尿病の問題をやっぱり入れていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。高血圧

やらなくていいと言ってるんじゃないですよ。ということなんで考えてもらいたい。 

それでは、若者が集うまちづくり、定住促進事業について行きます。 

一番最初の地域の魅力アップときめ細かな受け入れ体制というところなんですが、４番目ですね。

この２点ちょっと共通していて、地域の魅力アップときめ細かな受け入れ体制の施策として、伊那

市では、地域の教科書というのと田舎暮らしモデル地域事業というのがあります。 

地域の教科書では、伊那市に転入される方が円滑にその地域に溶け込み、安心した生活を営んで

いただくために住民相互の助け合いが必要となります。この地域の教科書は、各地域の魅力を知っ

ていただき、自治会への加入を促進するとともに転入される皆様へ地域コミュニティの基本となる

自治会のルールや行事、そして負担すべき事柄等の情報を事前に提供して自治会に対する不満の解

消や後々のトラブルを防止するために作成したものであるということなんですが、これごらんにな
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っていかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤定住促進課長。 〔定住促進課長 斉藤喜代志君登壇〕 

○定住促進課長（斉藤喜代志君） 

お答えいたします。 

地域の教科書、非常にその中身も少し見させていただいて非常にいいというか、感じております。

もともと我々移住ガイドというのはつくってはおったんですけど、それはやはり移住者が集落等入

ったときにいろんな、例えば区費とかそういった課題あるよ、そういうものがあるから承知してき

てねというようなためにパンフレットとしてつくったものですが、よりきめ細かい対応ということ

で地域の集落の教科書をつくるというのは、非常にすばらしいなということで、実は既に一部で取

り組み始めたんです。ありがとうございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

活用の仕方としては、事前情報の提供のほうがかなり大きいと思うんですよね。定住されること

が決まってからこれをお示しするんではなくて、情報として公開していて選択の助けにするという

ところが大事だと思います。 

次に、田舎暮らしモデル地域事業ですが、これすばらしいなと思ったんですが、住民が主体とな

った取り組みで地域を活性化するという目的でつくられています。地域住民、行政、民間事業者と

の協働で移住者の受け入れ体制を確保するということを目的にしているということなんですね。例

えば閉園した保育園の再開に取り組んだと。例えばどういうふうにしたかというと、ほかから子供

を連れてくるのを保護者同士が助け合うということですね。それから、小学校では小規模特認校に

指定して、地域外からも児童を確保しているというような取り組みをしているということです。こ

の田舎暮らしモデル地域事業というものをごらんになってどう感じられましたでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤定住促進課長。 〔定住促進課長 斉藤喜代志君登壇〕 

○定住促進課長（斉藤喜代志君） 

お答えいたします。 

我々のほうでも移住・定住策いろいろ考えて、新規事業も含め始めておるところですけど、いま

一つ地域の要望に応えた移住・定住というような形での施策はいま一つかなというふうに考えてお

ります。今後、地方創生の地区懇談会等を進める中で、その先にやはりいろんな地域でどのような

移住・定住を望んでいるのかというあたりも含めて地域と一体となって、その中にまた民間企業等

も入れられるような仕組みで移住・定住策というのも構築できないかなというふうには考えており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

この事業すごいと思うのは、ただ定住促進策じゃないんですね。もう地域の活性化策を母体にし

て、取り組んでいるということですね。例えば新山保育園・小学校を考える会というのは、新山定

住促進協議会に発展したというような取り組みであります。ぜひとも参考にしていただきたい。 

２番目の独自の支援策ですが、移住・定住の促進に向けた新たな取り組みとしてワーキングチー

ムから提案のあった、先ほど言ったワーキングチームですね、重点プログラムのうち実施効果の高

いものについて事業化を進めていくというふうにしています。先ほど言ったように先進地事例をワ

ーキングチームに調べさせて、参考にしながら他市では実施していない施策を条件として提案させ

たということなんですが、職員の意識改革や能力向上のためにも非常に参考になる姿勢だと思いま

すがいかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤定住促進課長。 〔定住促進課長 斉藤喜代志君登壇〕 

○定住促進課長（斉藤喜代志君） 

お答えいたします。 

移住・定住策等については、やはり我々の定住促進課のみの考えではなかなかうまくいかないと

いうことで、事あるごとに庁内での連携をとっていきたいというふうに考えております。そういっ

た中でいろんなアイデアを出しながら新たな施策とかできればいいかなというふうに思っておりま

す。今のところ、ただ、ワーキングチームとかつくって提案をしながらというところまでは、まだ

具体的には考えておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

まだ具体的に考えてないんだったら早くしっかりと考えてもらいたいということであります。 

広い視野で将来を見据えた戦略的な取り組みですが、ここは糸魚川でもやっています地域おこし

協力隊事業、これは都市住民を受け入れ、地域おこし活動や農林業の応援、住民の生活支援などの

地域協力活動に従事してもらうということなんですが、ミッションごとに１名の協力隊員を募集委

嘱する。ミッションを決めてるんですね。平成２６年度から４つのミッションに取り組みましたが、

平成２８年度は７つのミッションに７名の協力隊員が活躍していると。兼業可能で週２６時間勤務

というふうな取り組みだそうですが、これは糸魚川市の取り組みと比べていかがですか。糸魚川、

進んでるなら進んでると言っていただいて結構ですが、お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤定住促進課長。 〔定住促進課長 斉藤喜代志君登壇〕 

○定住促進課長（斉藤喜代志君） 



 

－ 256 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

お答えいたします。 

地域おこし協力隊につきましては、糸魚川市は平成２７年度、昨年からようやく１年になったと

ころということで、いろいろとやっている中でやはり協力隊の活動はどういうふうにやってもらえ

ばいいかとか、ようやく何かイメージ的なものがつかめてきたかなというふうに感じております。

やはりこう見ますと、伊那市、我々より先に取り組んでおりますし、全体的に見ても長野県、隣の

小谷村あたりも非常に先進的な取り組みをされておるということで、我々そういったところもまた

今後、視察研修とか交流会をさせていただいて、勉強していって、いい制度の利用をしていきたい

というふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 

最後、視認性と即時性に富んだ効果的な情報発信ですが、伊那市はさまざまな情報発信してます。

オウンドメディア、所有するメディア、アーンドメディア、共有するメディア、ペイドメディア、

購入するメディアと分けてしっかり整理しながらイーナ・ムービーズを初めとして、ＪＯＩＮ、移

住・交流促進推進機構でのポータルサイト、それから全国移住ナビ、これは総務省のポータルサイ

トですね。あらゆるところを使いながら情報発信を上手にやっています。ぜひとも糸魚川も情報発

信のあらゆるツールを研究して、そんなに費用かかるもんじゃないと思います。イーナ・ムービー

ズは、相当かけたみたいですけど、それ以外はそうでもないと思いますので、取り組んでもらいた

いと思いますがどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤定住促進課長。 〔定住促進課長 斉藤喜代志君登壇〕 

○定住促進課長（斉藤喜代志君） 

お答えいたします。 

やはり定住・移住を進めていく上で、ターゲットとそこへのアプローチということが非常に重要

だというふうに感じております。今ほど議員からお話がありましたとおり、やはりアプローチの仕

方にも幾つか、今おっしゃった３つがあると。そうするといろんなマスメディアの使い方、そこを

どういうふうに使うか、誰をターゲットにするのかというのは非常に重要だなというふうに考えて

おります。少々ペイドメディアのほうは、費用がかかるかなということで感じておりますが、それ

を上手に初期投資にさえ使えれば、後はオウンドメディア、アーンドメディアあたりがうまく循環

していい情報発信ができるんじゃないか、やはり糸魚川が魅力的だよと、住んでみるとおもしろい

よというのを伝えるということが重要かなと思っておりますので、今後、そのあたりも頑張ってい

きたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

伊藤議員。 

○１２番（伊藤文博君） 
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最後に、地域の魅力づくりにおけるチーム糸魚川の役割は大変重要である。ぜひともあらゆる検

討をしながらチーム糸魚川に活躍していただきたいとお願いをしまして、一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、伊藤議員の質問が終わりました。 

ここで暫時休憩いたします。 

再開を３時３０分とします。 

 

〈午後３時１６分 休憩〉 

 

〈午後３時３０分 開議〉 

 

○議長（倉又 稔君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、五十嵐健一郎議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 〔１７番 五十嵐健一郎君登壇〕 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

清政クラブの五十嵐健一郎です。 

１つ目は、夢を叶えて若者や女性が輝くまちづくりについて。 

人口２万５,０００人の島根県江津市、山陰地方の小さな都市が近年注目を集めています。その

きっかけとなったのが２０１０年度から開催しているビジネスプランコンテスト、ＵＩターン者な

どの創業支援をやったもので受賞者が地域資源を活用した事業を立ち上げるとともに地域の新たな

息吹を吹き込み、よい循環が生まれています。企業誘致にも限界がある。だったら若者にも魅力あ

る働く場をつくり出す人材誘致を考え、市では地域資源を生かしたビジネスによって地域課題の解

決につなげていくビジコンの開催を検討。東京の起業支援ＮＰＯのアドバイスなども得ながら仕組

みをつくっていました。１回目は全国から２５件、２回目は２３件などの応募があり、今では商店

街に、この数年で２０以上の店舗が開業するなど新しい風が吹き込んでいます。ビジコンをきっか

けに起き始めた化学反応がこれからまちをどう変えていくのかが注目しているとありました。 

そこで、糸魚川市全体を考えた場合、若者と女性が輝く糸魚川にするために以下項目によりお伺

いします。 

(1) ビジネスプラン及び地域活性化プランコンテストの糸魚川開催について伺います。 

(2) 若者総合政策の策定及び糸魚川若者会議の方向性について伺います。 

(3) 糸魚川留学・孫留学・孫ターン及び里親制度の確立について伺います。 

(4) プロジェクトマネージャーの誘致、派遣、全国公募、移住計画について伺います。 

(5) ジオサイトプラス芸術アートによる地域振興策及び子どもゆめ基金の創設について伺いま

す。 



 

－ 258 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

(6) 糸魚川市女性活躍計画の策定と女子高校生による市役所課外活動チームの結成について伺

います。 

(7) 小さな地域（糸魚川市）を強くするブランドづくりについて伺います。 

(8) 公契約条例の制定について伺います。 

２、筒石・徳合地区における治山事業について。 

(1) 補修工事及び点検調査について伺います。 

(2) 斜面監視システムについて伺います。 

(3) 安全対策協議会への対応について伺います。 

(4) 傾斜計データ収集と耐震化基準について伺います。 

以上で、１回目の質問とさせていただきます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

五十嵐議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、当市においては、創業支援ネットワークを活用して若者や女性

の新規ビジネスプランの実現を支援してまいります。 

また、地域づくりプランの作成を進め、報告会の開催などにより地域活性化の情報共有を図って

まいります。 

２点目につきましては、チーム糸魚川の若者会議において３０年先も持続可能なまちづくりにつ

いて若者の視点で意見交換を行い、提案を行うことといたしております。 

３点目につきましては、ＵＩターンの１つとして、孫世代の移住も研究したいと思いますが、里

親制度については、課題も多く、早急なところは無理でありますが、研究をしていきたいと考えて

おります。 

４点目につきましては、現時点ではプロジェクトマネジャーの設置は考えておりません。 

５点目につきましては、本年度から匠の里プロジェクトとして、手づくり工芸作家にターゲット

を絞った移住促進の取り組みを始めており、その中で地域の活性化につなげていきたいと考えてお

ります。 

なお、子どもゆめ基金につきましては、設置する考えは今のところありません。 

６点目につきましては、今年度、女性活躍推進計画の内容を含んだ第２次男女共同参画プランを

策定してまいります。 

また、糸魚川広域商店街では、個店の魅力アップ女性の会が賑わい創出委員会に参画しているほ

か、市役所内では女性職員によるプロジェクトチームを発足させ、女性の活躍に関する調査・研究

を行っております。 

７点目につきましては、イメージや付加価値を高めて知名度を上げていくことがブランドづくり

につながると考えております。 

８点目につきましては、公契約条例を制定する予定はありません。 

２番目の１点目につきましては、本年３月１日に地元説明会を行い、３月末から補修工事、点検
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調査に着手しております。 

２点目につきましては、ワイヤーセンサーを取りつけ、異常を知らせるシステムを設置すること

といたしております。 

３点目につきましては、県と市が一緒になり、情報提供、説明に努めてまいります。 

４点目につきましては、１３カ所のデータ収集を行い、県、市及び安全対策協議会で情報を共有

してるところであります。 

のり枠工法には、耐震化基準がございませんが、当地区では砂岩・泥岩互層の受け盤構造である

ため、地すべりは考えづらいと県から説明をされております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もございますのでよろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

１番目のビジネスプランのほうでございますが、糸魚川市では創業支援ネットワークを初め、や

っていくということなんですが、この創業支援事業、取り組んで補助金はどんだけ使われて、今後

どうやっていくのか教えていただきたいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

お答えいたします。 

創業支援の補助金につきましては、今、ネットワークのほうは市内の金融機関、商工団体、それ

から行政、金融機関を含めましてネットワークをつくっておるところでございまして、特に商工団

体のほうは、創業支援計画の中で補助金が生み出されてきているというところでございます。金額

について、今ちょっと承知しておりませんので失礼しました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

第１回目で説明させていただいた島根県の江津市、これもやっぱり総合計画の全員協議会でもあ

りましたが、ジオパークだけでなく別の取り組みが必要だという意見がありました。中心商店街を

初めいろいろな形でビジネス、先ほど伊藤議員よりもありましたが、健康、福祉、医療並びに午前

中にありました観光産業、第１産業も含めていろいろなビジネスを考えられる場が出てくると思う

んです。これを全国公募して糸魚川で開催するような、そういう若者移住、起業などの支援、女性

も含めて考える必要があると思うんですが、今のなりわいネットワーク、ものづくりネットワーク

でこの前ありましたが、やっぱりそういう感覚で全体を見て、糸魚川をどうすればいいかというの

も皆さん全国から聞く場を必要だと思うんです。そのプランを提案していただく。そういうのを私



 

－ 260 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

は必要だと思うんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

今回の五十嵐議員の主題の「夢を叶えて若者や女性が輝くまちづくり」、この主題は総合戦略の

ナンバー３のテーマを捉えていただいたわけでありまして、広く捉えますとやはり総合戦略をいか

にスピーディーに取り組んでいくかというところが全ての部分に共通するんだろうなというふうに

考えております。 

それから、江津市の件でありますけれども、確かにビジネスプランについて全国に公募をかけて

全国から募集を行い、賞金があったり、また提案された事業を創業に結びつけていく支援策なども

用意されているわけでございます。 

当市におきましても、今年度からクラウドファンディングの活用支援補助事業を取り組みました。

これにつきましては、市内の事業者がいろんな創業・事業に着手しようとしたときに資金確保をど

うするかというところを全国の皆さんに公募をして、その事業に興味がある方については、資金提

供をしていただくと。資金提供の仕方も何パターンかあるんですけども、そのようなことで少しで

はありますけども、クラウドファンディングを通じながら全国に糸魚川市の事業の魅力を発信し、

興味を持っていただくというところは、今年度から少し手がけさせていただいておるところであり

ます。 

それから、ビジネスコンテストにつきましては、昨年は市内の、ある企業でございますけども、

ビジネスコンテストを既に実施された企業もございます。そのコンテストを通じて賞金を出してお

るわけでありますけども、その後のフォローについてもう少し反省をせんきゃならんなというふう

な企業側のお話も聞いておるところでございまして、少しずつではあるんですけれども、取り組み

初め、動き出しているかなという感じでおります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

ぜひ、ある企業でもやって、大学とも連携しながらいろいろな形でビジネスプランを発案してい

ただくといったことを実践してるんですね。それもやっぱり市とタイアップしながら各企業等も一

緒になって、さっき出ました大学との連携、それと３つの高校ありますんで、３つの高校から白嶺

高校の、この前、校長先生からありましたが、ビジネス計画も今、授業の中にあるということなん

で、やっぱりタイアップしながら私はやっていくべきだと思うんです。その辺やっぱり自分た、井

の中の蛙でないんですが、全国的に世界を見て、先ほど健康産業の中で医療面でありましたが、今、

第４次産業革命になってるんです。ＡＩ、人工知能も含めてロボット化される。そういうのをひっ

くるめて、ぜひとも糸魚川にいろいろな形で誘致していただきたいと思うんですが、その辺も含め

ていかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

ビジネスコンテストを使って、目標というよりもビジネスコンテストが１つのきっかけとなって

地域おこしにつながっているんだろうなというふうに考えております。今、議員がお話ありました

ように海洋高校の生徒の活躍もそうでありますけれども、いろんなきっかけを、また我々行政マン

がそういうきっかけを、チャンスをどのように受けとめて、いろんな部署の中で活用していくかと

いう、そういう感性も必要になってきている時代でないかなというふうに感じとっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

ぜひお願いしたいと思いますし、それがやっぱりチーム糸魚川だと思うんです。ジオパークはジ

オパークで普及していってもらわんなんですけど、その別なターゲットも含めて、掘り起こしてど

う糸魚川を活性化させていくか、それはやっぱり必要だと思います。 

それで、北海道の帯広市で十勝とも関係あるんで、十勝イノベーションプログラムと。これもい

ろいろな形で十勝人チャレンジ支援事業ということでやってられるんですが、これも全国公募をさ

れて、新事業を層厚して創業・起業好循環を生み出している。そこで、十勝のイノベーションエコ

システムというシステム、仕組みづくりができとる。やっぱりそれぞれ市の特徴はあると思うんで

すが、そういうのも含めてさっきのクラウドファンディングでないですが、いろいろな形でやって

いただきたいと思うんですが、行政も視察へ行っていろいろな形で勉強して糸魚川をどうすればい

いかというのを考えたと思うんですが、その辺も含めていかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤産業部長。 〔産業部長 斉藤隆一君登壇〕 

○産業部長（斉藤隆一君） 

五十嵐議員のご質問は、今まさに地方創生の大きな実の中で、まち・ひと・しごとと言ってるわ

けですので、どうしても雇用面を考えずには考えられないことなんだろうというふうに思っていま

す。クラウドファンディングにしましても、創業支援にしましても、移住・定住という面を考えま

しても、やはりこちらへ来て新たな仕事につくとかいうことになりますと、仕事を始めたりも含め

ましていろんな形で応援するものが必要なんだろうというふうに思っています。今の創業支援につ

きましても、それぞれのまちの取り組み方はいろんな名前がありますけれども、糸魚川においても

これまでの制度をより使いやすいものにということで２つの制度を見直して、特にＵＩターン、Ｊ

ターン等も含めて使いやすい制度を準備しているという状況でありますので、やはり雇用面につい

ては、ここにいる人、あるいは外から来てもらう人、全ての皆様に利用しやすい制度にしていく必

要があるんではないかなというふうに思っておりますので、今後ともまた制度、今のものありきと

いうことでなくて、より利用しやすい制度を準備していきたいというふうに思っています。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

ぜひ本当に糸魚川全体を考えながらやっていただきたい。 

それと若者会議、今回の予算で載ってるんですが、これもどういう方向でやっていただけるのか。

昨年の１２月にもいろいろな形で載ってるんですが、愛知県の新城市ですか、これも若者条例制定

だとか、若者議会の設置、若者総合政策策定、高校生が地方創生に取り組んでいる。この辺もひっ

くるめて、やっぱり大学がないんだから地元の３つの高校からいろいろな形でやっていくべきだと

思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

若者だけの計画というのは、現時点では考えていないわけですけれども、先ほど斉藤課長が話し

たとおり総合戦略の３番目の基本目標というのが夢を叶えて若者や女性が輝くまちづくりというこ

とで、この項がある意味、若者向けの政策でないかなと思ってます。 

ただ、そういう中でやはりこれからの糸魚川を担っていく若者の声を聞くということは、本当に

大切なことと考えております。具体的には、全庁的にいろんな機会を捉えて話を聞くことだとは思

ってますけれども、今年度実施するチーム糸魚川での若者会議もその１つの試みかなと考えており

ます。現在、チーム糸魚川のほうから対象となる若者を選出していただいて、人選のほうを進めて

おりますけれども、おおむね３５歳以下の若者１５人程度で構成し、３０年先も持続可能なまちづ

くりに向けて、意見・提言をいただきたいと考えております。 

また、今回の取り組みの結果を見る中で、さらに拡大していけるのか、当面継続していくのか、

そういったところも検討していきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

一歩進んだんか、半歩進んだんかわかりませんけど、１５人でこれからやっていくんですけど、

この中に女性が何人おられるのか、それと庁内だけでなく企業の方々もひっくるめてチーム糸魚川

からなんでしょうから、女性も入れていただきたいと思うんですが、この中に入っていますか。今、

長岡市でもやってる、燕市でも若者会議、さっきの新城市いろいろなとこでやってますよね。長野

県小布施町の若者会議、これはやっぱり未来の地方創生モデルと言われてて、小布施はいろいろな

形で小布施ッションだとかいろいろな形でやってる。若者を集めて、やっぱり全国から来ていただ

いて１００人を一堂に会して何グループに分けて小布施にまつわる小布施をどうするかを考えても

らってるんですよね。２泊３日ぐらいの、そのぐらいの規模で最初からやってくれっちゃないです

けど、私は尻すぼみしていくと思うんですが、最初１５人から始まって拡大しようなんてなかなか



－ 263 － 

＋ 

できないと思うんですが、その辺は女性も含めていかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

まだ人選のほうを進めている最中ですので、最終的な女性の数というのは決まっておりません。

当初の目標では、男女半々ぐらいにしたいなという気持ちはありましたけれども、各団体から上っ

てきてるのを見るとやはりちょっと男性のほうが多目という形になっております。ただ、いずれに

しても女性は最低でも５名程度は入れていきたいと思っております。 

それから、確かに小布施町での取り組みというのも聞いておりますけれども、やはりこの糸魚川

市の将来を考えるという中では、まずは糸魚川市に住む若者の意見、そこからスタートする中で、

次の方法としては、やはり小布施のような外の方の意見も若者同士で話し合って聞くということも

また１つの策でないかなと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

最低でも１５名中５人の女性を入れていただく。私は女性がやっぱり必要だと思います。 

それと第２段階で小布施のほうに行く、それいつになるかわからんて、私は早くやってもらいた

いんです。やっぱり若者会議に予算上げたんで順調にいって、もう提言も含めてやってるかなと。

遅いんですよ。６月だから予算通って、遅いと言わんでしょうけど、自分らとしては。いわゆる地

方創生としてやっぱりやっていくためには必要だと思うんですが、その辺も含めて早くやっていた

だきたい。 

それと今回、補正で上ってきた若者の力による地域活性化交流事業補助金、６月補正で１００万

円、これはこの若者会議だとかいろいろな形とは関係ないんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤定住促進課長。 〔定住促進課長 斉藤喜代志君登壇〕 

○定住促進課長（斉藤喜代志君） 

お答えします。 

今回の若者会議のほうとは、直接は関係はありません。 

ただ、市内の若者の力を借りて糸魚川のいろんな魅力を引き出すイベント等、テーマが自然とか

あるんですけど、そういったものを使っての事業を若者に積極的に取り組んでもらいたいというこ

とで、今回、提案させてもらうものになります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 
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それは総務文教常任委員会でやっていただきたいと思います。やっぱり若者会議なんだから糸魚

川をどうすればいいかというの、魅力とか全体を考えればそれとも関連性出てくると思うんですが、

しっかり妙高市も未来をつくる若者会議開催２回、それで大学生等の若い力を活用した地域活性化

推進、これとどうせばらばらでリンクしていないんでしょうけど、大学生とかも含めて高校生の意

見も聞く、先ほどもＪＫ課ですか、福井県の鯖江市でやってる女子高校生も入れながらやってる会

議なんですが、その辺と絡めて若者会議どうやっていくつもりなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

若者会議につきましては、先ほども説明したとおり、おおむね３５歳以下の若い人たちの声を聞

いていくと。やはりこれからの糸魚川市を担っていく若者の声をいかに施策に反映するかというの

が大きなテーマでないかなと思ってます。いただいた提言については、何らかの形で施策に反映で

きるようなものであればしていきたいと思いますし、予算化についても考えていきたいと思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

本当にいいものにしていただきたいと思いますし、島根県の海士町、１７日のときに上越で町長

が来て、講演やってますが、やっぱり海士町がいろいろな形で取り組みされてる大学生を呼んだり、

中学生、高校生を島に招待して、それが島留学ですか、糸魚川留学とも絡めて、中学生、高校生の

男女とも島と一緒で糸魚川へ留学していただけるような方策はやっぱり必要だと思うんですが、こ

の辺に関して先ほど孫留学、孫ターンも含めて研究したいと言っておられたんですが、その辺はい

かがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

外から市内の学校へ来ていただくというのは、いわゆる移住、いわゆる人口減対策としては、

１つの方法かなと思っております。やはり外から来ていただくためには、市内の学校の魅力づくり、

そういったものが非常に重要になると思っておりますので、そういった学校づくり、そういったも

のも含める中でそういったことを進めていければと。その、多分よい例が海洋高校でないかなと思

っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 
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○１７番（五十嵐健一郎君） 

学校の魅力、３校あるんでその辺も含めて、今、白嶺高校も取り組んでいるんですが、この辺は

今どの辺まで進んで、６月にはもう集約したいと言われとるんですが、その辺のスケジュール的な

ものだけでいいんで、いかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

佐々木教育次長。 〔教育次長 佐々木繁雄君登壇〕 

○教育次長（佐々木繁雄君） 

お答えいたします。 

今、３校に魅力づくりの補助金の要項を説明いたしまして、特に白嶺高校については、今、準備

を進めておりまして協議を進めております。なるべく早目に、７月をめどに段階的に進めたいとい

うふうに思っておりますし、今、海洋高校や糸魚川高校では、補助金の使い道について審議をして

いる最中であります。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

これは地方創生特別委員会でもやってるんで、７月をめどと。やっぱり先ほども伊藤議員からあ

りました伊那市でやってる、教育がやっぱり魅力なければ人も移住・定住しない、その辺だと思う

んですね。息子さんたちが都会へ出ててなかなか戻ってこない。そうなってくると孫留学、孫ター

ンを研究するということなんですが、いない方を他人の孫を育てようと、他人の孫だ、たまごだそ

うなんですね。それで千葉の柏市ですか、これもたまご事業、そういう形で里親制度を使うんでは

なく、留学みたいのを条例みたいな。海士町でやってる島親、親になっていただいてやっていく制

度、その辺を私は必要だと思うんですわ。それに結びつけていけるようなプロジェクトチームみた

いのを必要だと思うんですが、その辺はいかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

先ほどそれについては、研究をしていきたいと申し上げました。その大きな理由は何か、我々今、

聖学院が３０年以上なるわけでありますが、今、取り組んでおります。その中でやはり農家民泊を

したいとか、農家がやっぱりその農業の現風景なりを自分たちの体験をしたいという形であるんで

すが、なかなか毎年毎年、受け入れ農家がないわけであります。そういうことを考えたときに何を

目的に来られるかもあるんですが、やはりなかなか今、受け入れてくれる対応をするところが一番

難しいとこで、その魅力がなかったら、ただ単に来いといってもなかなか難しい部分でありますの

で、そういったところを研究していかなくてはいけないなと思っておる次第でございます。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

ぜひその辺も含めて他人の孫、たまごも含めて研究していきたいと思っておりますし、やっぱり

夏休みとかそういう休みのときに中学生、高校生、じいちゃん、ばあちゃんの世代がいろいろな形

で学校教育支援とか子供向けの講座だとかいろいろな形でボランティア団体も含めて橋渡ししてる

ということを聞いておりますんで、その辺も含めてぜひやっていただきたいなとこう思っておりま

す。 

それと、プロジェクトの関係で、先ほどそういう、市長は誘致は考えてないということを聞いて

おったんですが、やっぱりいろいろな形、専門家ですね、必要だと思うんですが、プロジェクトマ

ネジャー、市全体を見て外部の方を糸魚川の感覚、民間からどう見るのか、その辺のマネジメント

を総合プロデュースできるような人が糸魚川には必要だと思うんですが、企業である程度いろいろ

な形で世界、全国を見てる方々をスカウトしていく形も必要だと思いますし、国・県の商工農林に

は何名かいらっしゃいますが、そういう方々も私は一本釣りやそういう補助金制度も使ってやって

いくべきだと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

当市においてもプロジェクトマネジャーとはいきませんけれども、外部人材の活用という、そう

いう面ではファシリテーターであったりいろんな計画の作成支援など、そういったところで協力を

いただいております。 

ただ、基本的には、やはり糸魚川市のことを一番よく知ってるのはここに住んでる人だと思って

おりますので、まずは市内で適任者がいないかどうか検討し、不足する部分については、やはり外

部人材の活用というのも重要なことかなと思っております。 

それと今、地方創生の中でも人材支援制度というのもかなり充実してきておりますので、そうい

った制度の活用も視野に入れて検討のほうはしていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

私はやっぱり地元の人は糸魚川のことを私は知らないと思うんです。よそ者、若者、ばか者でな

いですけど、やっぱり外から、外部人材ですわ。自分たまちはどうかと、一番知っとるのは糸魚川

の人でないと思います。そういう面を含めればプロフェッショナル人材ですか、ちょっと口回らな

いですけど、プロフェッショナル人材、地方創生でもありましたが、その辺のコーディネーターも

含めて、ぜひ誘致も含めて全国公募でもないですが、その辺ぐらいまで広げて一本釣りでないです
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が、していただきたいと思うんですが、その辺の考えはやっぱりないんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

私は糸魚川市のことをよく知ってるのは地元の人だと思っております。 

ただ、じゃあ全国のことを知ってるかというと確かにそうでない部分もあろうかと思いますし、

本当に専門的な特化した部分、そういったところは外部人材の力をお借りするというのは、それも

大切なことでないかなと思っております。 

ただ、やはり何をしてもらうかというそういったところが非常に重要な部分だと思っております

ので、そういったところで必要となる人材があれば検討してまいりたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

話絡み合わないんで、私はやっぱり外部人材、専門家も含めてターゲット絞って誘致するべきだ

とこう思っております。 

それと兵庫県の豊岡市、これコウノトリのまちで知られとるんですが、コウノトリだけじゃ食っ

ていけないということで人材を募集して、権現荘でないんですけどインバウンド観光、外国人宿泊

者をふやし、世界に打って出てるんですよね。温泉をどうするかということで、ロンリープラネッ

トとか、ウェブサイトで英語対応できるインフォメーションセンターとか、ミシュランガイドに載

せるだとかいろいろな形でインバウンドをやるとしたらやっぱりそこだと思うんですわ、いろいろ

な形で攻めるのは。ここはターゲットを絞ったのは温泉ですけど、そういうターゲットをそれぞれ

専門の人を充てていくような形は、私は必要だと思っております。 

それと、午前中に渡辺議員からありましたように、大地の芸術祭で各国から人を呼んで観客が

５１万人いる。これもＪＴＢも利用しながら連携をしてる。今の匠の里が悪いというんでないです

けど、やっぱり大地を利用して芸術祭、そんなお金かけなくてここの糸魚川をどうして、山もあり、

海もあり、瀬戸内海の芸術祭、それをプラスした十日町妻有と一緒の形で、その２種類をできると

ころは私は糸魚川だと思っておりますし、その辺も含めて考え方教えていただきたいと思うんです

が、その辺はいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

渡辺交流観光課長。 〔交流観光課長 渡辺成剛君登壇〕 

○交流観光課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

観光振興において民間人材の活用というのは、１つの視点としては重要だと思っております。当

市におきましても昨年、大手商社また大手旅行会社とそういったことができないかという具体的な
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調整を進めてまいりましたが、実際なかなかミスマッチということで実行には至りませんでした。

ＤＭＯを進める中で、来年度、観光庁が観光振興を通じた地方創生に取り組む市町村に対し、専門

的なノウハウを持つ民間の人材を派遣するという観光版地方創生人材育成制度の検討を始めたとい

うようにお聞きしております。こういったことも視野に入れながら観光振興に努めてまいりたいと

いうように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

大地の芸術祭糸魚川版でないんですが、私は世界各国から何十カ国のアートの人を呼ばる、そこ

までは必要ないと思うんです。各谷々にやっぱりそれぞれのアート作品ができる人を呼ばって、地

域住民とふれあいできるような、それで女性が交流できるような糸魚川にしていただきたい。それ

ジオパーク、ジオサイトも含めながらできると思うんで、その辺も含めて考えてもらいたいと、こ

う思っております。 

それと、子どもゆめ基金糸魚川版、これは考えてないと言ってるんですが、平成２７年３月に竹

田教育長は、夢を描き、夢を育てると夢を見せさせること、そういう可能性を、これらをすること

によって可能になってくる。そういうふうなことも考えており、少し研究させて、研究もどっかへ

飛んでいったような話なんですが、私は燕市みたいに１億近い寄附金が集まって、それに学校だと

かいろいろな形で整備できる、私は必要だと思う。企業からもらったり、各団体とかいろいろな形

で、それは必要だと思うんですが、その辺全然研究もぶっ飛んでいったんでしょうか。お伺いした

いと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

藤田企画財政課長。 〔企画財政課長 藤田年明君登壇〕 

○企画財政課長（藤田年明君） 

お答えいたします。 

基金については、やはりその目的と活用というのがしっかりする必要があるんだろうなと思って

おりますので、その時々の状況に応じて考えていきたいと思っております。 

ただ、燕市の子どもゆめ基金のようにその資金の集め方についてイベント入場料の一部を基金の

財源とするなど、やはりそういった参考とする部分というのは非常にあるのかなと思っております

ので、そういった点については、今後検討してまいりたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

ぜひ参考にすることをピックアップしながら全国規模でいろいろな形で先進事例を集めながら、

糸魚川としてどういうことが子どもゆめ基金としてできるのか、やっぱり探って、研究は必要だと

思いますんで、ぜひお願いしたいと思います。 
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ちょっと飛ばしますが、２番目に入らせていただきます。 

これも筒石・徳合地区の治山事業で建設産業常任委員会でもやってるんですが、今、３月議会か

ら６月議会にして、初日の第１回目で中村建設産業副委員長がやっとるんで、ダブって聞きません

が、この治山事業、２７年間で初めて説明会をやったということで、１２月８日、初めて説明、私

はここは住民をやっぱりばかにしとるんではないかと。説明もしてないのに構築物をやってきたと

いうことは、やっぱりおかしいなと、疑問に思ったんで、住民から要請を受けて説明会を開いても

らったんですが、この辺やっぱりどう対応していくのか、それぞれ今度、斜面管理システムのサイ

レンと結びついていく個別の防災無線機との連携、中村議員もありましたが、無線機がうちにある

デジタル化、能生地区はデジタル化されて外のサイレンとか聞こえん場合もあるんで、その辺は

雨・台風だとか冬期間の対応として防災室との関連で、個別無線機もシステムとの連携、その辺は

マッチングできるかどうかお伺いしたいと思ったんですが、その辺いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

まず、前段の設置当初の説明会がなかったのではないかというお話につきましては、昨年１２月

の住民説明会のときにも地区の皆さんからお話をいただいたところであります。それにつきまして

は、県のほうでも調べてみたんではありますけども、記録に残ってないということで地元のほうに

はお話をお返ししたところであります。 

それから、２６年度から調査に入っていながら調査の内容について回覧板等で周知をしていたと

いうところについては、やはり説明会を持つ時期が少し遅かったのでないかなというふうに思って

おります。その後、地元のほうからいろんなご意見・ご指摘もいただきました。それはしっかりと

県のほうに伝えておりますし、県のほうも説明会を重ねるたびに丁寧な説明で住民理解を得やすい

というふうな説明に周知していただいているなというふうに感じているところであります。 

それから、２点目の斜面監視システムにつきましては、これも当初、県のほうは予定はしてなか

ったわけでありますけども、住民の要望によりまして県のほうが設置をしていただけるという運び

になりました。今、お話しのように通報体制はどうするのかということでございますけども、県が

考えていますシステムにつきまして、市とまた地元といろんな角度から検討させていただきまして、

防災行政無線もさることながら、回転灯だけでは防災担当のほうと連携できないということもあり

ますので、監視システムが作動したときには、メールで担当課、それから防災担当、県のほうへメ

ール配信されるように今システムの中で考えていただいてるところでございます。 

あわせて、きのう地元説明会の中からもあったんですけども、システムの試運転に際して地元の

ほうとしては、自主防災組織を使って避難訓練も計画したいというふうな前向きなご提案もいただ

いておりまして、そういうところは大事にして、また巡視の内容についても県のほうからしっかり

と指導を受けてまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 
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○１７番（五十嵐健一郎君） 

ぜひお願いしたいと思いますし、安全対策協議会が設立されて、今の自主防災組織の関係で避難

訓練もしていただけると。すばらしいことだと思うんで、今、調査やってるんですが、梅雨明けに

発表するということなんですが、その辺の日程とか教えていただきたいのと、今回、補修工事をし

ている中で、当初は３,０００万ぐらいで補修工事終わると言っておったんですが、追加されて

１億１００万円ぐらいということを聞いております。今まだ３分の１エリアぐらいなんですが、そ

のふぐあいの箇所が９００カ所プラスまた中段が２００カ所以上ということを聞いて、ふぐあいだ

けでもいっぱいあるんですが、今、補修工事されてる、いっぱいコンクリートの山がすごい高くな

ってみすぼらしいぐらいあるそうなんで、その辺もちょっと風吹きゃ危ないと思うんで、撤去して

もらいたいなと。今後、どのぐらいランニングコスト、今、１億１００万と言われてるんですが、

これ全体考えれば今後のランニングコストどのぐらいかかるのか教えていただきたいと思いますが、

いかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

今、予定しております治山施設の補修、それから、地元の皆さんからお話をいただいております

機能強化のところにつきましては、前にも答弁申し上げておりますけども、梅雨明けの時期を過ぎ

て機能強化するべきところがあれば工法検討したいというふうにお聞きしておるわけでありますけ

ども、それらの治山施設のランニングコストというのは、今のところちょっとわかっておりません

けども、強いて言うなれば、のり面の監視システムを今回、県のほうから設置していただくわけで

ありますけども、それの運営経費といいますのは、年間６０万ぐらいということで見込んでおりま

して、これは今定例会の補正で予算計上をお願いさせてもらっておるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

本当の今回で１億１００万円ということで、今後のランニングコストどのぐらいかかるかわかり

ませんが、補修工事でなく、補修工事というのは現状維持なんで、先ほど言われた機能強化、やっ

ぱり補強をしてもらいたいというのが住民の願いなんで、やっぱりそっちにシフトを変える必要が

あると思うんですが、この耐用年数も含めていかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤商工農林水産課長。 〔商工農林水産課長 斉藤 孝君登壇〕 

○商工農林水産課長（斉藤 孝君） 

地元の皆さんが不安に思われて、当初、県が予定しておりました機能維持の補修工事については、

ぜひ機能強化を図るべく工事を検討してほしいという強いご意見をいただいておりました。先週の

一般質問でも答弁申し上げましたけども、１２月８日の説明会の後、早々に米田市長のほうが県庁



－ 271 － 

＋ 

のほうへ出向きまして要望書を手渡してまいっております。農林水産部長に手渡してきております。

それにはもう明確に機能強化を図っていただきたいという文言をつけ加えさせていただきました。

また、その旨、口頭でもしっかりと要望してまいってありました。その後、地元のほうでは、安全

対策協議会を組織していただきまして、協議会からも米田市長に要望書をいただきました。 

これも先週の一般質問にも答弁申し上げましたけども、住民の声をしっかりと届けてほしいとい

うことで、またさらに県のほうへ要望書を持っていっておるところでございます。県のほうとしま

しては、先ほどから言っておりますけども、機能強化するべきところについて、今、調査をしてお

りますので、その調査結果を待って、今後、工法検討に入るということもお聞きしておりますので、

県の振興局のほうと常に連携を図りながら、どういう状況になっているのかということも含めて安

全対策協議会のほうにもお話をつなげていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

ぜひ米田市長からも大分、足を運んでいただいております。要望の折にも、ここには耐震基準が

ない、高さで１３０メートル、幅も含めて全国にはないそうなんで、住民の安全・安心につながる

ような、不安を取り除くような、ぜひ全国のモデルケースということでいただきたいと思うんです

が、その辺の考え、市長どうでしょうか、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

当然、我々といたしましては、採用する工法についてはいろんな基準があるものと捉えているわ

けでありますが、しかし、それを待っとってはなかなか工事が進まん部分については、効果のある

ものを使っていくところがあるんだろうと思っております。それに対してどういう形で安全基準を

つくるかというのは、非常にこれから、これは国で考えなくてはいけないものだろうと思うわけで

ございますので、その辺は国交省のほうにも、また働きかけをしていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

ぜひ国にもお願いしてもらいたい。 

それで、県の横には国交省の同じ治山があるんですが、それを聞くとアンカーボルトの、国交省

のほうが８メートルで、県のほうが４メートルと半分以下とかも聞いておりますし、これ全体で

１万６００トンがあるということも聞いております。下に９０世帯３００人が住んでるんで、ぜひ

国に早期にできるようにお願いしたい。 

それと先進地は、この辺にもありますが、青海の玉ノ木にも何回か行かせてもらいましたが、や
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っぱりつくりが違うんですよね。 

それと今、新幹線のトンネルの上の治山をやると何か違うような感じしたんで、２７年も経過し

てるの不安でしょうがないということもお聞きしておりますんで、その辺も含めて工法検討も含め

てやっていくということなんですが、その辺も含めてお伺いしたいと思うんですが、耐震、６、

７にも耐えられて豪雨にも耐えられるようなものをつくっていただきたいと思うんですが、その辺、

県に、国にお願いしたいと思うんですけどいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

斉藤産業部長。 〔産業部長 斉藤隆一君登壇〕 

○産業部長（斉藤隆一君） 

五十嵐議員からのご指摘いただいている点については、まさにそのとおりでありますけども、今、

筒石の横で国土交通省の大きなのり枠工があります。あれは昭和６０年の１月に雪崩が起きまして、

危うく人命にかかわる事故が発生しました。それを受けて整備されたものであります。 

また、玉ノ木についても、これも国土交通省所管の関係で国土交通省と農林水産省の基準こそ現

在は違ってるわけでありますけれども、筒石５.９ヘクタールの非常に広大な治山施設であります

し、本当に真下には大勢の方が毎日の営みをされているという状況でもあります。現在の修復工事

が、とにかく途切れのないように１日でも早く１年でも早く引き続き修繕工事を行っていただくの

とあわせて、機能強化という面で雨季の状況を見て判断ということでありますけども、それも合わ

せて施工していくことになりますけれども、そういった機能強化が必要な箇所が出ましたら、やは

り何かモデル的な事業として展開ができないかということも含めまして、また県としっかりとその

辺は一緒に検討していきたいというふうに思っております。 

一番我々のほうで安心材料とすれば、地域の皆さんが自主防災組織とはまた別に安全対策協議会

を自主的に立ち上げていただいたということは、非常にありがたいことだなと思っております。事

業主体が県ということでありますけれども、市議会の建設産業の委員会からも所管事項調査として

現地へ出向いていただきました。県と市と地元がしっかりと連携を密にして、この事業を１日でも

早く補修工事も完成させるというのが当面の目標であります。加えて、その機能強化のほうもまた

梅雨が明けた夏には何らかのまた工法が検討されると思いますけれども、しっかりとまた地元へも

情報を流していきながら今後の事業を進めて、安全・安心を確保していきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（倉又 稔君） 

五十嵐議員。 

○１７番（五十嵐健一郎君） 

補修ではなく、補強を早期に完成していただきたい。日本のモデルケースとなるようにお願いし

て一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（倉又 稔君） 

以上で、五十嵐議員の質問が終わりました。 

本日はこれにてとどめ延会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 
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〈午後４時２９分 延会〉 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

     議   長 

 

 

     議   員 

 

 

     議   員 


